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六

朝

に

お

け

る

喪

服

制

上

の

二
問
題

越

智

重

明

は

し

が

き

問
題
を
成
立
期
よ
り
の
ち
に
限
る
と
、
「
喪
服
」
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
の
研
究
に
お
い
て
重
要
な
テ
l
マ
に
な
り
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
は
、
「
喪
服
」
が
時
代
の
動
き
を
鋭
敏
に
反
映
し
て
い
る
か
、

そ
れ
と
も
単
に
周
制
と
い
う
基
準
で
割
り
切
っ
た
観
念
的
な
議
論
に
終
始
し

て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
六
朝
で
は
喪
服
は
制
度
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
制
度
佑
の
実
態
は
直
ち
に
各
王
朝
の
基
本
的
性
格
（
な

り
そ
の
相
異
な
り
）
を
示
す
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
六
朝
時
代
の
喪
服
論
は
同
時
代
の
人
々
の
喪
服
を
論
じ
た
場
合
、
通
常
国
家
意
思
を
代

弁
す
る
と
い
う
意
味
で
時
代
の
動
き
を
鋭
敏
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
礼
学
者
」
は
変
動
す
る
時
代
相
を
理
論

a

つ
け
る
た
め
に
さ
ま
ざ

ま
な
考
え
を
う
み
ピ
し
、
と
き
と
し
て
は
そ
の
た
め
に
周
の
（
喪
服
）
礼
の
絶
対
性
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
動
き
さ
え
も
見
せ
て
い
る
。
つ
ま

り
六
朝
時
代
の
「
喪
服
」
は
往
々
各
王
朝
の
基
本
的
性
格
な
り
そ
の
相
異
な
り
を
か
な
り
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
後
漢
極
末
に
曹
操
が
う
ち
だ
し
説
を
へ
て
西
晋
中
期
に
終
っ
た
異
姓
養
子
の
容
認
が
、
喪
服
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
た
か
と
い

う
こ
と
と
、
宋
中
期
以
後
喪
服
面
で
皇
子
、
公
主
が
皇
帝
の
尊
に
厭
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
つ
の
点
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
ら
を
政
治
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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四
0 

第

一

章

異

姓

養

子

第

一

節

異
姓
養
子
の
祭
租
権

か
つ
て
「
貌
晋
に
お
け
る
『
異
子
の
科
』
に
つ
い
て
」
（
東
方
学
第
二
十
二
輯
）
に
お
い
て
後
漢
極
末
曹
操
が
異
姓
養
子
を
制
度
的
に
認
め

－
T

－、J
A

、

J

’r刀

こ
れ
は
彼
自
ら
が
異
姓
養
子
の
家
系
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
彼
の
も
つ
兵
戸
（
の
戸
）
数
を
確
保
す
る
必
要
が
ゅ
の
っ
た
こ
と
と
の

二
面
か
ら
考
え
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
そ
の
際
当
時
社
会
上
政
治
上
の
権
力
を
形
成
す
る
一
方
法
と
し
て
仮
子
と
い
う
父
子
関
係
ヘ

の
擬
制
を
と
る
風
習
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
仮
子
は
異
姓
養
子
と
表
裏
一
体
を
な
し
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。

つ
ま
り
当
時
異
姓
養
子
の
本
質
は

軍
事
上
の
必
要
性
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
武
将
の
部
下
把
握
の
一
様
態

l
義
児
な
ど
に
連
な
る
！
と
し
て
、

そ
の
制
度
的
承
認
云
云
の
点
を
除
け
ば
申
国
史
上
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
曹
民
政
権
下
の
異
姓
養
子
の
公
認
が
あ

え
て
中
国
史
上
例
外
的
で
あ
る
と
き
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
曹
民
の
受
禅
後
も
引
続
い
て
存
在
し
制
度
と
し
て
全
国
民
を
律
す
る
に
至
っ
て
い
る

の
と
、
そ
こ
で
異
姓
養
子
が
養
家
の
祭
把
権
を
も
っ
た
こ
と
と
に
よ
る
。

本
節
で
は
異
姓
養
子
が
養
家
の
祭
一
配
権
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
る
。
現
志
」
官
武
帝
本
紀
建
安
七
年
の
条
に
、

令
日
、
吾
起
義
兵
為
天
下
除
暴
乱
。
旧
土
人
民
死
喪
略
尽
。
国
中
終
日
行
、
不
見
所
識
。
使
吾
懐
抽
出
傷
懐
。
其
挙
義
兵
以
来
、
将
士
絶
無

（死）
Y

後
者
、
求
其
親
戚
以
後
之
、
授
土
田
、
官
給
耕
牛
、
置
学
師
、
以
教
之
、
為
存
者
立
廟
、
使
間
其
先
人
、
魂
而
有
霊
。
吾
百
年
之
後
、
何

恨
哉
。

と
あ
る
。
兵
戸
制
度
の
実
施
と
維
持
と
の
た
め
曹
操
乃
至
そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
説
の
皇
帝
と
し
て
の
曹
氏
が
異
常
な
措
置
に
出
た
の
は
す
で
に

浜
口
重
国
民
の
研
究
に
明
か
で
あ
る
。
曹
操
は
兵
戸
の
男
丁
で
妻
の
な
い
も
の
に
妻
を
与
え
る
た
め
各
郡
の
太
守
に
命
じ
て
管
内
の
寡
婦
を
中



央
に
送
ら
せ
、
そ
の
な
か
に
は
録
送
の
数
を
多
く
し
て
自
分
の
成
績
を
あ
げ
る
た
め
に
、
現
に
夫
の
あ
る
婦
人
を
無
理
無
態
に
引
き
離
し
て
送

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
た
も
の
も
い
た
が
、
魂
時
代
も
兵
戸
制
度
の
維
持
の
た
め
に
、
兵
戸
の
女
に
対
し
兵
一
戸
以
外
の
男
子
に
嫁
ぐ
こ
と

を
禁
止
し
、
そ
れ
以
外
に
嫁
い
だ
も
の
は
離
婚
さ
せ
て
改
め
て
兵
戸
の
妻
と
す
る
な
ど
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
ま
た
兵
が
背
叛

逃
亡
し
た
場
合
、
そ
の
戸
の
構
成
員
は
奴
蝉
と
し
て
没
官
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
態
か
ら
見
て
兵
戸
の
各
戸
の
維
持
に
は
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
講
じ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
館
詞
林
地
主
4
西
晋
武
帝
伐
呉
詔
一
首
に
、

今
調
諸
士
家
、
有
二
丁
三
丁
取
一
人
、
四
丁
取
二
人
、
六
丁
以
上
三
人
。
限
年
、
十
七
以
上
至
五
十
以
還
。
先
取
有
妻
患
者
。
云
云
。

〉』中のザ。。

こ
れ
は
西
晋
の
武
帝
が
戚
寧
五
年
、
伐
呉
の
大
軍
を
起
す
に
あ
た
っ
て
布
告
し
た
詔
の
一
部
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
士
家
」
と
あ
る
の

は
兵
戸
を
指
す
。

こ
れ
は
時
期
的
に
皇
帝
が
戦
斗
力
の
発
揮
を
専
ら
兵
戸
に
依
存
し
て
い
た
最
後
の
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
乙
で
兵
戸
徴

発
に
あ
た
り
（
独
身
者
を
優
先
す
る
こ
と
な
く
）
あ
え
て
妻
息
あ
る
も
の
を
優
先
し
た
の
は
、
兵
一
戸
の
戸
の
維
持
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
た

こ
と
の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
乙
乙
で
親
晋
の
兵
戸
数
に
つ
い
て
推
定
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
調
の
場
合
、
呉
志
博
九
孫
鰍
伝
に
、

帥
三
万
人
救
之
。

現
大
将
軍
諸
葛
誕
挙
寿
春
叛
、
保
城
請
降
。

呉
遺
文
欽
唐
杏
全
端
全
偉
等
、

現
鎮
南
将
軍
王
基
囲
誕
。

欽
等
突
囲
入

域
。
説
悉
中
外
箪
二
十
余
万
、
増
誕
之
囲
。
云
云
。

と
あ
る
。
貌
士
山
一
定
諸
葛
誕
伝
に
こ
の
と
き
の
乙
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
親
悉
中
外
軍
二
十
余
万
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、

「
大
将
軍
司
馬
文
王
、
督
中
外
諸
軍
二
十
六
万
衆
。
」
と
あ
る
。
中
外
寧
を
悉
し
た
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
す
べ
て
で
は
な
く
残
存
の
も

の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
時
の
中
外
軍
の
数
は
二
十
六
万
を
や
や
上
廻
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
中
外
軍
は
中
央
軍
と
し
て
す
べ
て

兵
戸
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
当
時
兵
戸
計
算
の
場
合
、
ほ
ぽ
ご
戸
で
兵
一
人
ぐ
ら
い
の
割
合
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
二
十
六
万
人
で
は
兵
戸
数

二
十
六
万
戸
程
度
に
な
る
。
す
で
に
浜
口
重
国
民
の
明
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
は
、
曹
操
は
地
方
に
軍
隊
を
布
置
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
な
る

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）
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四

べ
く
軍
隊
を
自
己
の
中
央
軍
と
し
、
そ
れ
を
重
要
地
点
に
配
置
し
て
、
事
が
み
の
れ
ば
各
方
面
に
出
動
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
た
。
し
か
し
魂
建
国

後
地
方
に
も
軍
隊
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
説
士
山
芝
諸
葛
誕
伝
に
、
征
東
大
将
軍
諸
葛
誕
が
叛
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
、

（
諸
葛
誕
）
欽
准
南
及
准
北
郡
県
屯
田
口
十
余
万
、
官
兵
、
揚
州
新
附
勝
兵
者
四
・
五
万
人
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
晋
書
詩
文
帝
本
紀
に
、
現
の
甘
露
二
年
、
諸
葛
誕
が
叛
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

（
司
馬
師
）
乃
表
日
、
．
，
今
諸
軍
可
五
十
万
。
以
衆
撃
寡
。
蔑
不
剖
突
。

と
あ
る
。

こ
の
「
諸
軍
可
五
十
万
」
と
あ
る
の
は
、
諸
葛
誕
の
も
と
に
入
っ
た
兵
戸
を
除
く
、
兵
戸
か
ら
調
達
で
き
る
全
国
軍
（
日
兵
一
戸
出
身

の
全
国
軍
）
の
数
を
指
す
に
相
異
な
い
。
文
帝
本
紀
に
は
右
の
記
事
に
続
い
て
、

秋
七
月
、
奉
天
子
及
皇
太
后
、
東
征
。
徴
兵
育
徐
荊
予
、
分
取
関
中
遊
軍
、
皆
会
准
北
。
師
次
子
項
。
云
云
。

と
あ
る
。

乙
の
記
事
か
ら
諸
葛
誕
討
滅
に
あ
た
っ
た
の
は
中
央
軍
た
る
中
外
軍
二
十
六
万
と
、
地
方
軍
（
の
幾
分
か
）
と
で
ゐ
っ
た
の
が
わ
か

る
が
、

い
ま
中
央
軍
の
全
軍
を
三
十
万
と
す
る
と
地
方
の
兵
戸
の
箪
兵
数
（
諸
葛
誕
の
も
と
に
入
っ
た
の
を
除
く
）
は
約
二
十
万
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
甘
露
二
年
か
ら
数
え
て
第
七
年
目
の
景
元
四
年
に
貌
は
萄
を
滅
ぼ
し
た
が
、
そ
の
と
き
旧
の
貌
の
戸
数
（
屯
田
耕
作
者
と
兵
戸
と
を

除
く
）
は
六
十
二
万
で
あ
〈
れ
か
ら
兵
戸
数
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。
平
易
に
よ
っ
て
兵
一
戸
数
は
さ
ら
に
十
万
を
加
え
約
六
十
万
と
な

る。
つ
ぎ
に
西
晋
の
兵
一
戸
数
で
あ
る
が
、
平
田
閣
に
は
募
兵
が
か
な
り
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
平
呉
に
は
浜
口
重
国
民
の
高
説
の
よ
う
に
募
兵
は
殆

ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
兵
戸
制
度
の
一
段
の
整
備
強
佑
を
意
味
す
る
。
か
く
て
平
呉
時
、
西
晋
の
兵
戸
は
右
の
六
十

万
と
い
う
線
を
や
や
上
廻
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

曹
操
は
兵
一
戸
以
外
の
も
の
に
対
し
て
も
つ
と
に
異
姓
養
子
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
も
と
も
と
親
戚
と
い
う
語
は
異
姓
親
を
含
む
も

の
で
あ
る
が
、
か
く
て
前
引
の
建
安
七
年
の
令
に
見
え
る
「
親
戚
」
の
範
囲
は
広
く
異
姓
親
に
及
ぶ
べ
き
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の



よ
う
に
見
て
く
る
と
、
兵
戸
の
在
続
維
持
の
た
め
の
異
姓
養
子
の
承
認
と
一
般
の
異
姓
養
子
の
承
認
と
は
、
互
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
そ
の

承
認
自
体
を
固
め
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
に
通
見
張
礼
二
十
九
異
姓
為
後
議
の
項
を
見
る
と
、

後
漢
呉
商
異
姓
為
後
議
日
、
或
間
以
、
異
姓
為
後
。
然
当
還
服
本
親
。
及
、
其
子
当
叉
従
其
父
而
服
耶
。
将
以
異
姓
而
不
服
也
。
答
日
、

神
不
散
非
族
、
明
。
非
異
姓
所
応
祭
也
。
難
世
人
無
後
、
並
取
異
姓
、
以
白
継
、
然
本
親
之
服
、
骨
血
之
思
、
無
絶
道
也
。
異
姓
之
義
、

可
同
於
女
子
出
適
、
還
服
本
親
、
皆
降
一
等
。
至
於
其
子
応
従
服
者
、
亦
当
同
於
女
子
之
子
、
従
於
母
、
而
服
其
外
親
。
令
、
出
為
異
姓

作
為
之
子
。
其
子
亦
当
従
於
父
母
服
之
也
。
ハ
久
為
所
生
父
母
周
。
子
宜
如
外
祖
父
母
之
加
也
。
其
毘
弟
之
子
、
父
雌
服
之
、
大
功
於
子
、

尤
無
尊
可
加
。
及
、
其
姉
妹
為
父
小
功
。
則
子
皆
宜
降
於
異
姓
之
服
、
不
得
過
栂
麻
由
。

と
あ
る
。
呉
商
は
右
文
で
は
「
後
漢
呉
商
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
旦
ハ
商
は
魂
時
代
（
を
中
心
）
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
旦
八
商
に
対
す
る
質

間
（
あ
る
い
は
呉
商
自
ら
の
出
し
た
問
）
は
、
「
異
姓
の
と
こ
ろ
に
養
子
に
行
っ
て
か
ら
（
つ
ま
り
異
姓
養
子
に
な
っ
て
か
ら
）
の
ち
、
そ
の

本
親
（
つ
ま
り
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
時
点
に
お
け
る
「
異
姓
の
親
」
）
の
喪
に
服
す
べ
、
き
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
そ
の
子
も
そ
の
父
に
従
っ
て

ハ
ス
の
本
親
の
喪
に
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
（
異
姓
養
子
に
な
っ
た
本
人
も
そ
の
子
も
と
も
に
、

も
は
や
本
人
が
異
姓
養
子
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
姓
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
親
は
異
姓
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
）
彼
ら
が
本
親
に
対
し

異
姓
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
理
由
で
喪
に
服
し
な
く
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
答
で
は
、

異
姓
養
子
と
な
っ
た
も
の
は
、
祭
杷
の
点
に
お
い
て
も
完
全
に
新
ら
し
い
姓
の
人
と
な
り
切
っ
て
お
り
、
彼
が
も
と
の
姓
（
す
な
わ
ち
所
生
の

親
の
姓
）
の
祖
を
祭
る
の
は
非
礼
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

旧
来
、
礼
制
上
、
「
神
不
飲
非
族
」
と
い
っ
た
考
え
か
た
が
あ
っ
た
。

そ
れ

は
明
か
に
異
姓
養
子
を
否
定
し
、
異
姓
養
子
を
「
非
族
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
周
知
の
通
り
で
何
ら
疑
点
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
右
の
よ
う
な
考
え
か
た
が
新
た
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
注
目
に
価
す
る
。

こ
の
こ
と
は
異
姓
養
子
に
関
す
る
基
本
的

ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

四



ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

四
四

な
あ
り
か
た
が
変
佑
し
た
か
ら
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
右
文
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
ょ
う
。

そ
こ
に
は
「
令
、
出
為
異
姓
作
為
之

子
。
其
子
亦
当
従
於
父
母
服
之
也
。
」
と
あ
る
。
建
安
七
年
、
曹
操
は
令
を
下
し
、

戦
死
者
で
後
の
な
い
も
の
の
場
合
、

親
戚
を
求
め
て
そ
の

後
と
す
る
こ
と
を
許
し
、
以
て
先
人
を
杷
ら
せ
た
が
、
そ
の
際
親
戚
に
異
姓
が
含
ま
れ
た
。

乙
れ
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

結
論
的
に
い
う
と
右
は
こ
の
建
安
七
年
の
令
系
統
の
令
で
か
つ
そ
れ
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
異
姓
養
子
と
な
っ
た
も
の
が
所
生

の
父
母
の
た
め
に
服
す
る
喪
の
規
定
と
、

そ
の
子
も
父
の
所
生
の
父
母
の
た
め
に
服
す
る
規
定
と
が
あ
っ
た
と
な
さ
ぎ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
喪
に
服
す
べ
き
か
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
呉
商
は
そ
れ
に
つ
い
て
旧
来
出
嫁
し
た
女
が
所
生
の
父
母
の
た
め
に
斉

周
の
喪
に
服
す
る
こ
と
及
び
そ
の
子
が
外
祖
父
母
（
す
な
わ
ち
母
の
所
生
の
父
母
）
の
た
め
に
小
功
の
喪
に
服
す
る
こ
と
を
準
用
し
て
、
異
姓

養
子
と
な
っ
た
も
の
が
所
生
の
父
母
の
た
め
に
斉
周
の
喪
に
服
す
る
こ
と
及
び
そ
の
子
が
父
の
所
生
の
父
母
の
た
め
に
小
功
の
喪
に
服
す
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
然
養
家
先
の
父
母
の
た
め
に
、
異
姓
養
子
に
行
か
な
い
子
が
所
生
の
父
母
の
た
め
に
服
す
る
の

と
同
様
の
喪
に
服
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
右
の
令
は
一
般
的
に
、
異
姓
養
子
が
養
家
の
祖
を
祭
る
べ
き
を
前
提
と
す
る
。

さ
て
、
通
典
同
項
に
、

司
徒
広
陵
陳
矯
、
字
季
弼
。
本
劉
民
。
養
於
陳
氏
。
及
其
亮
、
劉
民
弟
子
疑
所
服
。
以
間
王
粛
。
答
日
、
昔
陳
司
徒
喪
母
。
諸
儒
陳
其
子

無
服
。
甚
失
礼
失
。
為
外
祖
父
母
小
功
。
此
以
異
姓
市
有
服
者
。
畳
不
以
母
之
所
生
、
反
重
於
父
之
所
生
、
不
亦
左
乎
。
為
人
後
者
、
其

婦
為
出
場
姑
大
功
。
婦
他
人
也
。
猶
為
夫
故
父
母
、
降
一
等
。
祖
至
親
也
。
市
可
以
無
服
乎
。
推
婦
降
一
等
、
則
子
孫
宜
依
本
親
、
市
降
一

等。

と
あ
る
。
陳
矯
が
嘉
じ
た
の
は
説
の
景
初
元
年
（
西
紀
二
三
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
見
え
る
王
粛
の
答
も
亦
、
暗
々
裏
に
異
姓

養
子
が
服
す
る
そ
の
養
父
母
の
喪
が
、
（
異
姓
養
子
に
行
か
な
い
）
子
が
服
す
る
そ
の
父
母
の
喪
と
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
（
具
体
的
に
い
え
ば

養
父
の
場
合
、
斬
縦
三
年
の
喪
に
服
し
た
こ
と
）
を
物
語
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

乙
れ
は
当
然
異
姓
養
子
が
養
家
の
祖
を
祭
る
こ
と
と
相
応
ず



る。
論
を
進
め
る
と
、
嘗
民
政
権
下
に
お
い
て
今
迄
述
べ
た
よ
う
な
異
姓
養
子
の
制
、
と
く
に
異
姓
養
子
が
養
家
の
祖
の
祭
問
権
を
も
っ
と
す
る

制
度
、
が
存
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
異
姓
養
子
は
制
度
的
、
理
論
的
に
本
族
と
無
関
係
に
な
る
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
に
あ
れ
ば
本
族
と

の
通
婚
も
可
能
な
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
晋
書
博
畑
劉
煩
伝
を
見
る
と
、

矯
本
劉
氏
子
、
与
填
近
親
。

劉
墳
、
嫁
女
臨
准
陳
矯
。

出
養
於
姑
、
改
姓
陳
民
。

中
正
劉
友
議
之
。

頃
日
、
舜
後
桃
虞
、
陳
田
本
同
根

系
、
而
世
皆
為
婚
、
礼
律
不
禁
。
今
与
此
同
義
、
為
婚
可
也
。
友
欲
列
上
、
為
陳
務
所
止
。
故
得
不
劾
。
頒
間
明
法
捜
陳
黙
察
畿
日
、
郷

（
ツ
ヨ
シ
）

里
誰
最
屈
。
二
人
倶
云
、
劉
友
屈
。
頒
作
色
、
阿
之
。
畿
日
、
友
以
私
議
、
同
月
犯
明
府
、
為
非
。
然
、
郷
里
公
論
、
称
屈
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
に
は
劉
領
と
陳
矯
と
の
関
係
に
つ
い
て
不
正
確
な
点
が
あ
る
。
陳
矯
は
後
漢
の
建
安
五
年
（
西
紀
二

O
O年
）
す
で
に
そ

の
才
幹
を
曹
操
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
の
ち
説
の
司
空
と
な
り
、
現
の
景
初
元
年
（
西
紀
二
三
七
年
）
亮
じ
て
い
る
。

一
方
劉
墳
は
貌
時
代

司
馬
昭
が
畔
し
て
相
府
撮
と
な
し
て
い
る
。

こ
れ
が
彼
が
官
人
と
な
っ
た
始
め
の
よ
う
で
あ
る
が
、
司
馬
昭
が
相
国
で
あ
っ
た
の
は
説
の
景
元

元
年
以
後
で
あ
る
。
彼
は
晋
の
元
康
元
年
（
西
紀
二
九
一
年
）
以
後
ま
で
生
存
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
劉
墳
が
そ
の
女
を
陳
矯
に
嫁
し
た
と

い
う
の
は
誤
り
に
な
る
。

こ
れ
は
「
陳
矯
」
の
下
に
「
子
」
、
「
孫
」
（
乃
至
そ
う
し
た
字
）
を
補
っ
て
読
め
ば
ほ
ぽ
支
障
な
く
訂
正
さ
れ
よ

ぅ
。
陳
饗
は
陳
矯
の
子
で
あ
る
。
右
に
お
い
て
「
以
私
議
、
胃
犯
明
府
、
為
非
。
」
と
あ
る
の
は
、
中
正
劉
友
が
本
族
と
の
通
婚
を
非
と
し
て
そ

れ
を
弾
劾
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
異
姓
養
子
が
本
族
と
通
婚
す
る
の
が
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
を
物
語
る
。
な
お
、
右
文
全
体
か
ら
た

と
え
制
度
的
に
異
姓
養
子
と
な
っ
た
も
の
が
本
族
と
の
通
婚
を
認
め
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
士
人
層
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
し
た
通
婚
に
釈
然

た
り
え
な
か
っ
た
の
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
通
典
投
礼
二
十
九
異
姓
為
後
議
の
項
の
な
か
に
、

（
a
）
現
時
、
或
為
四
孤
論
、
日
、
遇
兵
飢
鏡
、
有
売
子
者
。
有
棄
溝
盤
者
。
有
生
而
父
母
亡
、
復
無
栂
麻
親
、
其
死
必
也
者
。
有
俗
人

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

週
五
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四
六

以
五
月
生
子
、
妨
忌
之
、
不
挙
者
。
有
家
無
児
、
収
養
、
教
訓
成
人
。
或
語
、
汝
非
此
家
児
u

礼
巽
姓
不
為
後
。
於
是
、
便
欲
還
本
姓
。

為
可
然
、
不
。

（

b
）
博
士
田
理
謂
日
、
雄
下
異
姓
不
相
為
後
礼
也
。

家
語
日
、
絶
嗣
市
後
他
人
、
於
理
為
A

レ
非
、
今
此
凹
孤
非
故
膳
其
家
杷
。

既
是
必

死
之
人
、
他
人
収
養
、
以
活
。

E
褒
鰍
長
養
於
褒
。
便
称
日
、
察
。
無
常
姓
也
。
其
家
若
絶
嗣
、
可
四
時
記
之
於
門
戸
外
。
有
子
、
可
以

為
後
。
所
謂
神
不
敵
非
類
也
。

（

C

）
大
理
王
朗
議
日
、
収
指
拾
棄
、
不
避
寒
暑
、
且
救
垂
絶
之
気
、
而
肉
必
死
之
骨
。
可
調
仁
過
天
地
、
恩
総
父
子
者
也
。
五
口
以
為
、

田
議
是
失
。

と
め
り
、
注
に
、

（レ
U

）
徐
幹
日
、
祭
所
生
之
父
母
於
門
外
、
如
左
右
辺
、
特
為
立
宮
室
別
祭
也
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
、

（

d
）
王
惰
議
日
、
当
須
分
別
此
児
有
識
未
有
識
耳
。
有
識
以
往
、
自
知
所
生
、
雄
創
更
生
之
命
、
受
育
養
之
慈
、
枯
骨
復
肉
、
亡
魂
更

存
、
当
以
生
活
之
恩
、
報
公
掘
。
不
得
出
所
生
而
背
恩
情
。
報
生
以
死
、
報
施
以
力
、
古
之
道
也
。

（

e
）
軍
謀
史
子
達
叔
議
日
、
此
四
孤
者
、
非
其
父
母
不
生
、
非
遇
公
極
不
済
。
既
生
既
育
、
由
於
二
家
。
棄
本
背
思
、
実
未
之
可
。
子

者
父
母
之
遺
体
。
乳
晴
成
人
、
公
短
之
厚
愛
也
。
棄
絶
天
性
之
道
、
市
戴
他
族
。
不
為
逆
乎
。
鄭
伯
悪
委
氏
、
書
市
絶
之

Q

君
子
以
為
不

為
報
父
在
為
母
之
服
、
別
立
宮
宇
市
祭

孝
。
及
其
復
為
母
子
、
伝
以
為
善
。
今
宜
為
子
、
埼
其
筋
力
、
報
於
公
姫
育
養
之
沢
。
若
終
、

之
、
畢
己
之
年
也
。
詩
云
、
父
今
生
我
、
母
令
鞠
我
。
今
四
子
服
報
、
如
母
、
不
亦
宜
乎
。
愛
敬
哀
戚
、
報
恵
備
失
。

と
あ
り
、
注
に
、

（，
e
）
雀
凱
喪
制
、
駁
目
、
以
為
、
宜
服
斉
衰
周
、
方
之
継
父
同
居
者
。



と
あ
り
、
さ
ら
に
、

（f
）
宋
庚
蔚
之
日
、
四
孤
之
父
母
、
不
得
存
養
其
子
。
宣
不
欲
子
之
活
。
推
父
母
之
情
、
景
不
欲
与
人
為
後
、
而
有
使
其
子
不
存
耶
。

（可）
Y

知
此
、
則
与
父
母
後
人
、
亦
伺
異
。
既
為
其
後
。
何
必
戴
其
姓
。
神
不
敵
非
類
。

蓋
告
己
族
、
市
取
他
人
之
族
、

為
後
。
若
己
族
無
所

取
、
市
養
他
人
者
、
生
得
養
己
之
老
、
死
得
奉
其
先
問
。
神
有
霊
佑
。
量
不
嘉
其
功
乎
。
唯
所
養
之
父
自
有
後
、
市
本
宗
絶
嗣
者
、
便
当

還
其
本
宗
、
奉
其
宗
杷
、
服
所
養
父
母
、
依
継
父
斉
衰
周
。
若
二
家
倶
無
後
、
則
宜
停
所
養
家
、
依
為
人
後
服
、
其
本
親
例
降
一
等
。
有

子
以
後
其
父
、
未
有
後
之
間
‘
別
立
室
以
把
之
。
是
也
。

と
あ
る
。
（

a
）、（
b
）、（
C

）、（
d
）、（

e
）
は
そ
の
記
載
の
し
か
た
か
ら
現
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
，
e
）
の
崖
凱
は
い
う
ま
で
も

な
く
宋
時
代
の
人
で
あ
る
。
（
U
U

）
の
徐
幹
が
何
時
と
ろ
の
人
で
あ
る
か
定
か
で
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
生
存
年
代
は
殆
ん
ど

問
題
に
な
ら
な
い
。
さ
て
、
（
b
）
に
見
え
る
田
理
の
見
解
で
は
旧
来
の
「
権
威
あ
る
」
伝
統
的
解
釈
を
一
応
認
め
な
が
ら
も
、
他
方
、
古
例

を
引
い
て
助
け
と
し
つ
つ
、
収
養
し
て
く
れ
た
家
に
嗣
の
な
い
場
合
、
そ
の
家
を
つ
い
で
完
全
に
巽
姓
養
子
と
な
り
そ
の
祭
杷
権
を
も
つ
こ
と

を
認
め
、
た
だ
所
生
の
父
母
の
た
め
に
（
V
）
に
見
え
る
よ
う
に
と
く
に
宮
室
を
門
外
に
立
て
て
別
に
祭
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い

（可）
Y

（f
）
で
宋
の
庚
蔚
之
は
「
既
為
其
後
。
何
必
戴
其
姓
。
神
不
歓
非
類
。
L

と
し
て
い
る
が
、

る

こ
れ
は
そ
の
前
後
と
あ
わ
せ
考
え
て
「
四

孤
が
異
姓
に
養
子
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
所
生
の
父
の
姓
を
戴
だ
く
べ
き
で
な
い
。
神
は
非
類
に
散
け
な
い
の
で
あ
る
か
ら
養
子
と
な
っ
て
家

を
つ
ぎ
神
に
飲
け
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
養
家
の
姓
を
戴
だ
き
完
全
に
そ
の
家
の
人
に
な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
趣
旨

と
解
せ
百
る
を
え
な
い
。
庚
蔚
之
は
養
家
に
子
が
あ
り
、
し
か
も
所
生
の
父
の
本
宗
に
嗣
が
な
い
と
き
は
還
っ
て
そ
の
本
宗
を
つ
ぎ
祖
を
把
る

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
養
家
に
も
所
生
の
父
の
方
に
も
と
も
に
子
が
な
い
な
ら
養
家
に
留
り
そ
の
異
姓
養
子
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る

が
、
彼
が
全
体
を
通
じ
て
異
姓
養
子
た
る
方
に
重
点
を
お
き
、
か
ワ
そ
う
し
た
異
姓
養
子
が
完
全
に
そ
の
家
の

λ
と
な
っ
て
祭
杷
権
を
も
っ
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
明
か
で
あ
る
。
か
く
て
田
理
の
見
解
と
こ
の
庚
蔚
之
の
見
解
と
は
異
姓
養
子
、
そ
の
祭
把
権
を
め
ぐ
り
巨
視
的
に

ム
ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

四
七



六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
ニ
問
題
（
越
智
）

四
入

相
通
ず
る
と
さ
れ
よ
う
。
（
C
）
の
王
朗
の
見
解
は
彼
自
ら
が
田
理
の
そ
れ
と
基
本
的
に
一
致
す
る
と
し
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。

つ
ぎ
に
（
d
）
の
王
僚
の
議
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
四
孤
が
自
ら
そ
の
所
生
を
知
ら
な
い
よ
う
な
場
合
、
（
収
養
し
た
家
に
後
嗣
が
な
い
と
き
）

異
姓
養
子
が
行
わ
れ
で
も
別
に
不
当
で
は
な
い
と
い
う
彼
の
意
見
を
読
み
と
っ
て
よ
か
ろ
う
。
王
僑
が
そ
の
際
、
神
が
そ
れ
を
飲
け
る
と
い
う

考
え
を
も
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
も
、
恐
ら
く
は
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
（

e
）
の
子
達
叙
の
議
で
あ
る
が
、
彼
の
意
見
で
は
四
孤
は
養
家
の
祭
把
権
は
も
た
な
い
。
な
お
、

（，
e
）
の
宋
の
崖
凱
の
意
見
は

宋
時
代
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
意
見
に
関
す
る
考
察
は
割
愛
す
る
が
、
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
四
孤
が
養
家
の
祭
把
権
を
も
つ
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

右
の
議
論
は
制
度
の
あ
り
か
た
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
（

a
）
の
「
礼
異
姓
不
為
後
。
」
と
あ
る
の
も
、

礼
節
即
制
度
と
い

う
観
点
に
た
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ
の
議
論
が
四
孤
と
い
っ
た
特
殊
な
場
合
を
と
り
あ
げ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
典
時
礼
二
十
九
養
兄
弟
子
為
後
後
自
生
子
議
の
項
に
、
賀
嶋
妻
子
民
の
東
晋
時
代
の
上
孝
ぞ
の
せ
て
い
る
が
、
そ

の
な
か
に
、

董
仲
静
一
代
純
儒
。
漢
朝
毎
有
疑
議
、
未
嘗
不
遣
使
者
訪
問
、
以
片
言
市
折
中
君
。
時
有
疑
獄
日
、
甲
無
子
、
拾
道
努
棄
児
乙
、
養
之
、

以
為
子
。
及
乙
長
、
有
罪
、
殺
人
、
以
状
語
申
、
甲
蔵
匿
乙
。

甲
当
何
論
。

仲
静
断
日
、
甲
無
子
。
振
活
養
乙
。

雄
非
所
生
、

誰
与
易

之
。
詩
云
、
螺
蛤
有
子
、
蝶
麗
負
之
。
春
秋
之
議
、
父
為
子
隠
。
甲
宜
匿
乙
。
詔
不
当
坐
。
夫
異
姓
不
相
為
後
、
礼
之
明
禁
。
仲
野
之
博

学
、
畳
闇
其
義
哉
。
葦
知
為
後
者
不
鞠
養
、
養
鞠
者
非
後
、
而
世
人
不
別
。
・
・
・
・
又
一
事
日
、
甲
有
子
乙
。
以
乞
丙
。
乙
後
長
大
。
市
丙

所
成
育
。
甲
因
酒
色
、
調
乙
、
目
、
汝
是
吾
子
。

乙
怒
杖
甲
二
十
。
甲
以
乙
本
是
其
子
、

不
勝
其
念
。
自
品
山
口
県
官
。

仲
静
断
之
日
、
甲

能
生
乙
。
不
能
長
育
、
以
乞
丙
。
於
義
以
絶
突
。
雄
杖
甲
、
不
応
坐
。
夫
拾
児
路
芳
、
断
以
父
子
之
律
。
加
杖
所
生
、
附
於
不
坐
条
。
其

為
子
奪
、
不
亦
明
乎
。



井」みのヲ＠。

こ
の
記
事
＋
伊
』
読
ん
で
の
ち
、
は
る
か
後
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
唐
時
代
の
も
の
と
し
て
唐
律
疏
議
博
一
一
戸
婚
上
に
、

即
養
異
姓
男
者
、
徒
一
年
。
与
者
、
答
五
十
。
其
遺
棄
小
児
、
年
三
歳
以
下
、
雌
異
姓
、
聴
収
養
即
従
其
姓
。

と
あ
り
、
疏
議
に
、

異
姓
之
男
、
本
非
族
類
。
違
法
収
養
。
故
徒
一
年
。
違
法
与
者
、
得
谷
五
十
。
養
女
者
不
坐
。
其
小
児
年
三
歳
以
下
、
本
生
父
母
遺
棄
。

若
不
聴
収
養
、
即
性
命
将
絶
。
故
雄
異
姓
、
何
聴
収
養
、
即
従
其
姓
。
如
是
父
母
遺
失
、
於
後
来
識
認
、
合
還
本
生
失
児
之
家
、
量
酬
乳

晴
之
直
。

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
漢
か
ら
唐
に
か
け
捨
子
を
養
っ
て
異
姓
養
子
に
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
異
姓
養
子
と
は
別
の
範
爵
で
考
え
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
か
く
て
、
四
孤
の
論
に
み
の
っ
て
も
、

一
般
的
な
異
姓
養
子
と
は
一
応
別
の
範
鷹
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
よ

ぅ
。
と
こ
ろ
で
漢
時
代
、
捨
子
の
場
合
（
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
）
異
姓
養
子
が
養
家
の
祭
杷
権
を
も
っ
て
い
た
（
あ
る
い
は
も
っ

べ
き
で
あ
っ
た
）
と
す
る
見
解
は
一
般
に
な
か
っ
た
と
し
て
差
支
え
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
現
時
代
四
孤
が
異
姓
養

子
と
な
っ
た
際
、
養
家
の
祭
把
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
強
か
っ
た
の
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
一
般
的
な
異
姓
養
子

が
祭
杷
権
を
も
つ
こ
と
と
相
応
じ
、
こ
う
し
た
四
孤
（
捨
子
の
場
合
を
含
む
）
さ
え
も
養
家
の
祭
把
濯
を
も
っ
べ
し
と
す
る
議
論
が
出
た
と
さ

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第

二

節

呉
と
萄
と
の
異
姓
養
子

い
ま
ま
で
曹
民
政
権
に
お
け
る
異
姓
養
子
の
承
認
を
そ
の
政
治
体
制
と
関
連
。
つ
け
て
考
察
し
て
き
た
が
、
曹
民
政
権
と
ほ
ぼ
同
様
な
形
を
と

っ
て
成
立
し
た
孫
氏
政
権
と
劉
民
政
権
と
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
異
姓
養
子
は
制
度
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

孫
民
政
権
の
場
合
、
呉
志
博
一
朱
然
伝
に
、

朱
然
、
字
義
封
。
治
姉
子
也
。
本
姓
施
氏
。
初
治
未
有
子
。
然
年
十
三
、
乃
啓
（
孫
）
策
、
乞
以
為
嗣
。
目
・
初
然
為
治
行
喪
寛
、
乞
復
本

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

四
九



ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五
0 

（
孫
）
権
不
許
。

と
あ
る
。
ま
た
通
典
博
航
礼
二
十
九
養
兄
弟
子
為
後
後
自
生
子
議
の
項
に
、
賀
崎
妻
子
民
の
東
晋
時
代
の
上
表
舎
の
せ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

姓

（
然
子
）
績
以
五
鳳
中
、
表
還
為
施
民
。

に、

呉
朝
周
逸
、
博
遥
古
今
。
逸
本
左
民
之
子
。

為
周
氏
所
養
。

周
民
叉
自
有
子
。

時
人
不
達
者
、
亦
誠
逸
。

逸
敷
陳
古
今
。
故
卒
不
復
本

姓
。
識
学
者
戚
謂
為
当
失
。
云
云
。

と
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
呉
政
権
に
お
い
て
も
異
姓
養
子
が
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
恐
ら
く
そ
こ
で
は
異
姓
養
子
が

養
家
の
祖
を
祭
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
で
み
の
ろ
う
。

一
方
、
萄
の
場
合
、
萄
士
山
巻
馬
忠
伝
に
、

d

十
三

馬
忠
、
字
徳
信
。
巴
西
闘
中
人
也
。
少
養
外
家
。
姓
狐
。
名
篤
。
後
乃
復
姓
、
改
名
忠
。

と
あ
り
、
萄
志
博
一
一
一
王
平
伝
に
、

王
平
、
字
子
均
。
巴
西
宕
渠
人
也
。
本
養
外
家
何
民
。
後
復
姓
王
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
萄
志
ザ
楊
戯
伝
に
衛
継
の
こ
と
を
帯
一
叙
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

益
部
省
旧
雑
記
載
王
嗣
常
播
衛
継
三
人
。
皆
劉
民
王
萄
時
人
。
故
録
子
篇
。
・
・
衛
継
、
字
子
業
。
漢
嘉
厳
道
人
也
。
兄
弟
五
人
。
継
父
為

県
功
曹
。
継
為
児
時
、
与
兄
菊
随
父
潜
戯
庭
寺
中
。
県
長
萄
郡
成
都
張
君
無
子
。
数
命
功
曹
、
呼
其
子
、
省
弄
、
甚
憐
愛
之
。
張
因
言
宴

之
問
、
語
功
曹
欲
乞
継
。
功
曹
即
許
之
。
遂
養
為
子
。
継
敏
遥
夙
成
、
学
識
通
博
。
進
仕
州
郡
、
歴
職
清
顕
。

，
時
法
禁
以
異
姓
為
後
。

故
復
為
衛
氏
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
萄
に
異
姓
養
子
の
禁
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
さ
き
の
二
例
は
恐
ら
く
こ
の
禁
に
よ
る
復
姓
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
萄
志
雄
劉
巴
伝
の
注
に
、



零
陵
先
賢
伝
、
巴
入
交
祉
、
更
姓
為
張
。
与
交
祉
太
守
士
費
、
計
議
不
合
。
乃
由
詳
細
道
、
去
。
云
云
。

と
あ
る
。
巴
は
の
ち
旧
姓
に
復
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
あ
る
い
は
回
測
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
右
に

見
た
と
こ
ろ
か
ら
間
切
に
お
い
て
は
一
日
一
異
姓
養
子
を
認
め
な
が
ら
、
の
ち
こ
れ
を
禁
止
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

萄
の
劉
民
政
権
に
お
い
て
異
姓
養
子
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
経
綿
を
へ
て
禁
止
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
儒
教
的
な
考
え
か
た
か
ら

す
れ
ば
異
姓
養
子
は
当
然
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。
藤
川
正
数
民
は
濁
の
異
姓
養
子
の
禁
止
ぞ
そ
れ
が
漢
王
朝
の
正
統
を
以
て
任
ず
る
と

乙
ろ
に
求
め
て
お
ら
れ
（
川
町
、
が
、
蓋
し
正
鵠
を
え
た
見
解
と
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
三
固
に
お
け
る
異
姓
養
子
に
対
す
る
態
度
の
相
異

は
、
あ
く
ま
で
現
状
を
直
視
し
て
そ
れ
に
適
し
た
政
策
を
と
り
そ
こ
に
現
状
と
ズ
レ
の
あ
る
倫
理
観
を
捨
て
去
る
か
、
そ
れ
と
も
旧
来
の
倫
理

観
に
妥
協
し
て
現
状
を
直
視
す
る
政
策
か
ら
一
歩
後
退
す
る
か
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第

三

節

晋
時
代
に
お
け
る
異
姓
養
子
の
制
度
的
禁
止

司
馬
民
が
覇
権
を
握
る
と
そ
の
政
治
体
制
は
旧
来
の
曹
氏
の
も
の
と
大
き
く
変
っ
て
き
た
。
司
馬
民
は
全
国
の
（
上
級
）
士
人
層
の
利
害
の

代
表
者
的
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
一
応
儒
教
的
倫
理
観
に
裏
う
ち
さ
れ
た
政
治
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
異
姓
養
子
は
新

た
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
遜
命
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
司
馬
民
が
受
禅
し
晋
王
朝
を
た
て
た
に
し
て
も
、
南
方
に
呉
が
あ
る
限
り

兵
戸
維
持
の
必
要
度
は
変
ら
な
い
。
西
晋
平
呉
前
制
度
と
し
て
の
異
姓
養
子
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
こ
で
は
当
然
旧
来
の
よ
う
に

異
姓
養
子
が
養
家
の
祭
記
権
を
も
っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
呉
が
平
定
さ
れ
天
下
統
一
が
完
成
す
る
が
、
そ
こ
で
は
兵
戸
維
持

の
必
要
度
は
大
き
く
減
少
し
た
。

こ
の
と
き
異
姓
養
子
の
制
度
的
否
定
が
生
じ
て
い
る
。
両
者
の
時
期
的
一
致
は
決
レ
て
単
な
る
偶
然
と
は
い

通切
典れ

ム卜巻な
毛ci九 六い

詑~ 0 

お ーい
け十ま
る九手
喪異れ
服姓 l乙
型為っ
京後ぃ
三議て
聞の表
題項察
,...__ I乙し
壁、よ
じっ。

五



（
孫
）
？

晋
太
宰
魯
公
買
充
李
郭
二
夫
人
有
男
。
皆
天
。
充
無
嗣
。
及
充
語
、
郭
表
、
充
選
意
ふ
以
外
甥
韓
誼
為
充
子
。
詔
目
、
太
宰
尊
恥
問
。
不
同

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五

常
人
。
自
余
不
得
為
比
。

充
遂
無
胤
嗣
。
及
亮
、

こ
の
異
姓
養
子
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
晋
書
同
十
貿
充
伝
に
、

（
郭
）
楓
靴
以
外
孫
韓
謡
為
禁
民
子
、
奉
充
後
。
郎
中
令
韓
戚
中
尉
曹
斡
、
諌
掛
目
、
礼
大
宗
無
後
、
以
小
宗
支

井
』
ゅ
の
ヲ
Q

。
子
後
之
。
無
異
姓
為
後
之
文
。

無
令
先
公
懐
肌
店
土
。
良
史
書
過
、
笠
不
痛
心
ふ
塊
不
従

3

戚
等
、
上
沓
求
改
立
刷
。

事
枝
一
小
報
。
云

－E。

と
あ
り
、
晋
書
一
時
十
秦
秀
伝
に
、

成
寧
中
、
為
博
士
0

・
・
及
充
義
、
秀
議
日
、
充
舎
宗
族
弗
授
。
而
以
異
姓
為
後
。
惇
礼
溺
情
、
以
乱
大
倫
。
背
部
養
外
孫
菖
公
子
為
後
。

春
秋
書
菖
人
減
都
。
聖
人
宣
不
知
外
孫
親
邪
。
但
以
義
推
之
、
則
無
父
子
耳
。
叉
接
詔
書
、
自
非
功
如
太
宰
、
始
封
後
如
太
宰
、
所
取
必

己
自
出
如
太
宰
、
不
得
以
為
比
。
然
則
以
外
孫
為
後
、
白
非
元
功
顕
徳
、
不
之
得
也
。
天
子
之
礼
、
蓋
可
然
乎
。
絶
父
祖
之
血
食
、
開
朝

廷
之
禍
問
。
誼
法
、
昏
乱
紀
度
目
荒
。
請
誼
荒
公
。
不
従
。

と
あ
る
。
繋
民
と
は
貿
充
に
先
立
っ
て
死
ん
で
貿
充
の
子
で
あ
る
。
賀
充
は
魯
郡
公
の
始
封
者
で
あ
っ
た
が
、
韓
誼
は
つ
い
に
魯
公
の
世
孫
と

な
っ
て
そ
の
国
を
つ
ぎ
、
同
時
に
姓
を
改
め
て
貿
謹
と
な
っ
た
。
秦
秀
の
議
に
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
際
異
姓
養
子
が
認
め
ら
れ
た
条

件
と
し
て
、
国
家
へ
の
功
績
が
買
充
の
よ
う
に
大
き
く
、
始
封
者
の
後
継
者
の
場
合
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
が
た
と
え
異
姓
で
あ
る
に
し
て
も
血

脈
を
伝
え
た
も
の
と
い
う
三
条
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
際
は
旧
来
の
よ
う
な
無
条
件
の
異
姓
養
子
（
ゐ
る
い
は
、
異
姓
養
子
と

な
ウ
た
も
の
が
養
父
の
異
姓
の
血
縁
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
別
に
必
須
条
件
と
伝
ら
な
い
よ
う
な
異
姓
養
子
）
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
事
実
上
異
姓
養
子
の
制
は
こ
こ
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ζ

の
全
く
の
例
外
に
対
し
て
さ
え
も
大
き
い
非
難
の
声

が
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
西
晋
に
入
っ
て
か
ら
こ
の
と
き
ま
で
に
異
姓
養
子
禁
止
の
気
運
が
強
ま
っ
て
い
た
が
、
買
充
の
後
嗣
に



つ
い
て
議
論
が
紛
糾
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
新
た
に
こ
の
特
例
を
除
く
異
姓
養
子
の
禁
止
が
確
認
さ
れ
た
と
す
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
晋

書
…
訳
股
仲
堪
伝
に
、
東
晋
時
代
に
お
け
る
荊
州
刺
史
股
仲
堪
の
施
政
ぶ
り
を
述
べ
、

叉
以
異
姓
相
養
、
礼
律
所
不
許
、
子
孫
継
親
族
無
後
者
、
唯
令
主
其
燕
嘗
。
不
聴
別
籍
、
以
遊
役
也
。
佐
史
威
服
之
。

と
あ
る
が
、

こ
の
「
異
姓
相
養
」
が
異
姓
養
子
を
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、

乙
の
「
別
籍
」
は
一
戸
籍
制
度
上
本
親
側
の
籍

つ
ぐ
べ
き
も
の
の
籍
に
子
と
し
て
附
け
る
こ
と
を
指
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
際
注
目
す
べ
き
は
買
充
が
嘉
じ
た
時
期

か
ら
そ
の
名
を
除
い
て
、

で
あ
る
。
彼
が
嘉
じ
た
の
は
太
康
三
年
（
西
紀
二
八
二
年
）
四
月
で
あ
る
。
太
康
元
年
の
平
呉
に
よ
っ
て
天
下
統
一
が
完
成
し
、
こ
れ
に
と
も

な
っ
て
諸
制
度
の
改
変
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
太
康
三
年
に
完
成
し
て
い
る
。
平
呉
に
よ
っ
て
州
郡
の
兵
が
罷
め
ら
れ
た
の
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
が
、
兵
戸
制
度
の
維
持
に
あ
た
り
か
つ
て
曹
氏
が
示
し
た
異
様
な
ま
で
の
熱
意
は
天
下
統
一
に
よ
っ
て
自
ら
大
き
く
減
退
す
べ
き

で
あ
る
。

つ
ま
り
兵
戸
に
お
け
る
異
姓
養
子
の
十
全
的
承
認
の
必
要
度
は
自
ら
大
き
く
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
太
康
の
去
兵
、
以

る
徴
兵
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

つ
い
で
東
晋
に
入
る
と
全
州
郡
民
（
白
籍
に
附
さ
れ
た
も
の
を
除
く
）
を
対
象
と
す

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
兵
戸
の
社
会
身
分
も
大
き
く
低
下
す
れ
o

こ
こ
で
は
兵
戸
に
異
性
養
子
を
認
め
る

後
、
や
が
て
臨
時
的
と
は
い
え
州
郡
民
の
徴
兵
が
生
じ
、

こ
と
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
儒
教
倫
理
を
否
定
し
て
ま
で
も
兵
戸
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
存
し
な
い
。
さ
き
に
見
た
こ
と
と
あ
わ

せ
考
え
、

こ
う
し
た
兵
戸
制
度
の
変
化
が
異
姓
養
子
の
制
度
的
禁
止
に
大
き
く
機
能
し
た
の
は
間
進
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
魂
志
一
押
す
〈
昭
既
皇
店
伝
に
、

太
和
六
年
、
明
山
市
愛
女
淑
蕗
。
追
封
誼
淑
、
為
平
原
路
公
主
。
為
之
立
刷
。
取
后
亡
従
孫
賞
与
合
葬
、
追
封
貰
列
侯
c

以
夫
人
郭
民
従
弟

思
為
之
後
、
承
既
民
姓
。
封
恵
為
平
原
侯
、
襲
公
主
爵
。

と
あ
る
。
貌
志
博
二
隙
群
伝
及
び
魂
士
山
一
諮
問
問
阜
伝
を
見
る
と
、

に
は
異
姓
養
子
を
不
可
と
す
る
こ
と
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
文
の
注
に
、

陳
群
及
び
楊
阜
が
そ
れ
ぞ
れ
右
に
関
し
明
，
帝
に
諌
言
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
ニ
問
題
（
越
科
）

五



六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
ニ
問
題
（
越
智
）

五
回

孫
盛
田
、
於
礼
、
婦
人
既
無
封
爵
之
典
。
況
於
該
末
、
而
可
建
以
大
邑
乎
。
蕗
自
異
族
、
援
継
非
類
。
匪
功
匪
親
。
而
襲
母
爵
。
違
情
背

典
、
於
此
為
甚
。
陳
群
雄
抗
言
、
楊
阜
引
事
比
並
。
然
皆
不
極
陳
先
王
之
礼
、
明
封
建
継
嗣
之
義
。
忠
至
之
辞
、
猶
有
闘
乎
。
詩
云
、
赫

師
事
J

、
民
具
爾
瞬
。
宰
輔
之
職
、
其
可
闘
哉
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
、
現
の
明
帝
の
行
為
を
諌
め
た
も
の
の
う
ち
、
孫
盛
の
と
き
そ
れ
を
諌
め
た
記
録
の
残
っ
て
い
る
も
の
（
あ
る
い
は

そ
の
代
表
的
人
物
）
が
陳
群
と
楊
阜
と
で
あ
っ
た
こ
と
と
と
ら
ん
で
、
東
習
の
孫
盛
が
、
明
帝
の
右
の
行
為
の
う
ち
異
姓
養
子
を
非
難
し
て
い

こ
う
し
た
事
態
も
亦
、
今
迄
の
見
解
と
相
応
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

る
こ
と
が
わ
か
る
。

第

二

章

皇

帝

に

か

か

る

厭

降

第
一
節
宋
時
代
の
皇
帝
に
か
か
る
厭
降

儀
礼
喪
服
篇
を
一
貫
す
る
一
つ
の
原
理
と
し
て
尊
降
の
制
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
侯
は
芳
親
期
以
下
の
喪
を
絶
っ
て
服
せ
ず
、
大
夫
は
諸
侯

が
絶
つ
と
こ
ろ
を
一
等
降
し
て
服
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

乙
の
原
理
は
皇
帝
に
も
適
用
さ
れ
る
。
（
こ
の
際
、
喪
を
絶
つ
べ
き
範
聞
は
必

ら
ず
し
も
一
定
せ
ず
、

諸
侯
と
同
じ
程
度
に
止
め
る
こ
と
も
あ
る
。
）
厭
降
の
制
は
尊
降
の
制
か
ら
派
生
し
た
一
一
檀
独
特
な
規
定
で
あ
る
。

す

な
わ
ち
、
尊
降
の
制
に
よ
り
天
子
、
諸
侯
は
妾
、
妾
の
子
、
妾
の
子
の
妻
な
ど
の
た
め
の
服
を
絶
つ
が
、
そ
の
際
子
は
「
父
子
一
体
」
の
原
則

に
よ
っ
て
父
が
服
し
な
い
も
の
の
喪
に
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
皇
太
子
、
皇
子
、
公
子
な
ど
は
父
の
妾
た
る
所
生
母
な
ど
に
服
を

伸
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
厭
降
の
制
と
い
う
。
厭
降
の
制
は
大
夫
に
も
見
ら
れ
る
。
尊
降
の
制
、
厭
降
の
制
は
皇
帝
、
諸
侯
、
大
夫
の

尊
厳
性
を
維
持
す
べ
く
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
南
朝
に
入
る
と
皇
帝
に
か
か
る
厭
降
の
制
に
大
き
い
変
佑
が
生
じ
た
。
本
節
は
そ
れ

を
政
治
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
考
究
す
る
。



宋
書
巻
礼
志
二
に
、

十
五

元
嘉
二
十
三
年
七
月
、
白
衣
領
御
史
中
丞
何
本
天
奏
、
尚
書
刺
、
海
塩
公
主
所
生
母
蒋
美
人
喪
。
海
塩
公
主
先
離
婚
。
今
応
成
服
。
撰
儀

注
、
参
詳
、
宜
下
二
学
礼
官
博
士
、
議
公
主
所
服
軽
重
。
太
学
博
士
顧
雅
議
、
今
既
成
用
士
礼
。
便
宜
同
斉
衰
、
削
杖
布
帯
疎
履
、
斉
礼

畢
、
心
喪
三
年
。
博
士
周
野
王
議
又
云
、

今
諸
王
公
主
、
戚
用
士
礼
。

議
王
衡
陽
玉
、

為
所
生
太
妃
、
皆
届
重
服
。
則
公
主
情
礼
、
亦

宜
家
中
、
春
服
為
允
。
其
博
士
庚
遼
之
顔
測
駐
明
王
淵
之
四
人
同
雅
議
。
何
後
王
羅
雲
二
人
間
野
王
議
。
如
所
上
台
案
、
今
之
諸
玉
、
雄

行
士
礼
、
是
施
於
傍
親
及
自
己
以
下
。
至
於
為
帝
王
所
服
、

猶
一
依
古
典
。

叉
永
初
三
年
九
月
、
符
僑
儀
亡
。

広
徳
三
主
、
以
余
尊
所

厭
、
猶
服
大
功
a

海
塩
公
主
、
体
自
震
極
ω

当
上
朕
至
尊
。
量
得
遂
服
ο

台
拠
経
伝
正
文
、
弁
引
事
例
、
依
源
貴
失
。
而
博
士
顧
雅
周

野
王
等
、
停
不
肯
佑
。
方
称
自
有
宋
以
来
、
皇
子
蕃
王
、
皆
無
厭
降
、
同
之
士
礼
。
著
於
故
事
。
組
功
之
服
．
不
廃
於
末
戚

u

顧
独
庇
於

所
生
。
是
申
其
所
軽
、
奪
其
所
重
。
奪
其
所
童
、
宣
縁
情
之
謂
。
台
伏
尋
、
聖
朝
受
終
子
晋
u

凡
所
施
行
．
莫
不
上
稽
礼
文
、
兼
用
晋

事
。
叉
太
一
苅
中
、
晋
恭
帝
時
為
皇
子
。
服
其
所
生
陳
民
、
練
冠
輝
縁
。
此
則
前
代
施
行
故
事
。
謹
依
礼
文
者
也
u

叉
広
徳
三
公
主
．
為
所

生
母
符
備
儀
服
大
功
。
此
先
君
余
尊
之
所
廃
者
也
u

元
嘉
十
三
年
、
第
七
皇
子
、
不
服
嘗
媛
好
、
止
於
麻
衣
ν

此
版
乎
至
尊
者
也
u

博
士

既
不
拠
古
、
叉
不
依
今
。
背
違
施
行
見
事
、
而
多
作
浮
辞
自
衛
。
乃
云
五
帝
之
時
、
三
王
之
季
。
叉
言
長
子
去
斬
衰
除
謂
杖
υ

皆
是
古

（
マ
マ
）

礼
、
不
少
今
世
。
開
士
雄
復
引
比
諸
条
、
無
救
於
失
。
又
詰
台
云
、
藩
国
得
遂
其
私
情
。
此
議
出
何
経
記
。
臣
案
南
訴
衡
陽
太
妃
、
誼
受

朝
命
、
為
国
小
君
。
是
以
、
二
王
得
遂
其
服
。
宣
可
為
美
人
比
例
。
尋
藩
王
得
遂
者
、
聖
朝
之
所
許
也
。
皇
子
公
主
不
得
申
者
、
由
有
厭

而
然
也
。
台
登
重
更
責
失
。
制
不
得
過
十
日
。
而
復
不
訓
答
。
既
被
催
摂
。
二
三
日
甫
輸
佑
辞
。
雄
理
屈
事
窮
、
猶
聞
義
祉
服

Q

臣
聞
喪

紀
有
制
、
礼
之
大
経
。
降
殺
位
宜
、
国
家
旧
典
υ

古
之
諸
侯
衆
子
、
猶
以
尊
厭
。
況
在
王
室
、
而
欲
同
之
土
庶
。
比
之
僻
謬
、
不
倹
言
而

顕
。
太
帯
統
寺
、
曽
不
研
却
。
所
謂
同
乎
失
者
。
亦
未
得
之
。
宜
加
裁
正
、
弘
明
国
典
。
謹
案
太
学
博
士
顧
雅
国
子
助
教
周
野
王
博
士
王

羅
雲
顔
測
股
明
何
憐
王
淵
之
前
博
士
遷
員
外
散
騎
侍
郎
庚
遼
之
等
、
戚
蒙
抽
飾
、
備
位
前
疑
。
既
不
謹
守
旧
文
。
又
不
審
拠
前
准
。
遂
上

ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五
五



六
朝
に
お
け
る
授
服
制
上
の
ニ
問
題
（
越
智
）

五
六

背
経
典
、
下
違
故
事
。
率
意
妄
作
、
自
造
礼
章
。
太
常
臣
敬
叔
、
位
居
宗
伯
。
間
礼
所
司
。
騰
述
在
反
、
了
無
研
却
、
混
同
弦
失
。
亦
宜

及
径
。
請
以
見
事
誼
免
今
所
居
官
。
解
野
王
領
国
子
助
教
。
雅
野
王
初
立
議
講
舛
、
中
執
惣
失
、
末
違
十
日
之
限
。
雄
起
一
事
、
合
成
三

恕
。
羅
雲
掌
押
拝
失
。
三
人
加
禁
固
五
年
。
詔
、
敬
叔
白
衣
領
職
。
余
如
奏
。

と
あ
る
。
海
塩
公
主
（
当
時
、
離
婚
）
を
生
ん
だ
蒋
美
人
の
喪
に
あ
た
り
、
太
学
博
士
顧
雅
ら
が
海
塩
公
主
が
皇
帝
に
か
か
る
厭
降
を
や
め
る

べ
き
意
見
を
出
し
た
。
白
衣
領
御
史
中
丞
何
承
天
が
そ
れ
に
反
対
し
、
結
局
何
承
天
の
反
対
意
見
の
通
り
に
厭
降
の
制
が
行
わ
れ
た
と
い
う
わ

げ
で
あ
る
。
旧
来
皇
子
、
公
主
が
皇
帝
に
か
か
る
厭
降
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
何
承
天
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
（
以
下
、

本
章
で
い
う

厭
降
、
厭
降
の
制
は
す
べ
て
皇
帝
に
か
か
る
も
の
と
す
る
。
）
と
こ
ろ
が
、
宋
書
礼
志
に
は
、
さ
ら
に
続
い
て
、

元
嘉
二
十
九
年
、

南
平
玉
操
所
生
母
呉
淑
儀
義
。

依
礼
無
服
、

麻
衣
練
冠
、

既
葬
而
除
。
有
司
奏
、
古
者
与
尊
者
為
体
、
不
得
服
其
私

親
。
而
比
世
諸
侯
、
戚
用
士
礼
。
五
服
之
内
、
悉
皆
成
服
。
於
其
所
主
、
反
不
得
遂
。
於
是
、
皇
子
皆
申
母
服
。

と
あ
っ
て
、
皇
子
の
厭
降
の
制
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
皇
子
は
土
の
礼
に
よ
っ
て
し
か
る
べ
き
喪
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
公
主
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
に
相
異
な
い
。

元
嘉
二
十
三
年
に
大
騒
動
を
し
て
ま
で
や
っ
と
定
ま
っ
た
厭
降
の
制
が
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
数
年
後
に
（
少
な
く
と
も
表
面
上
い
と
も
容
易

に
）
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
宋
書
礼
志
で
は
近
年
、

「
諸
侯
」
が
み
な
士
礼
を

用
い
て
い
る
が
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
が
と
り
め
げ
ら
れ
た
の
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
皇
帝
に
か
か
る
厭
降
が
廃

さ
れ
た
真
の
理
由
と
し
て
は
ま
こ
と
に
薄
弱
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
歴
史
の
大
勢
と
し
て
何
ら
か
の
理
由
が
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
両
晋
時
代
皇
子
が
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
て
所
生
母
た
る
父
の
臆
妾
（
以
下
、
本
章
で
は
そ
れ
を
単
に
「
所
生
母
」
と
い
う
）

の
喪
を
伸
ば
す
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
制
度
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
権
力
が
衰
え
て
い
た
東
晋
時
代
に
あ
っ
て
も
皇
子
が
父
皇
帝
の

（
余
）
尊
に
厭
さ
れ
て
「
所
生
母
」
の
喪
を
伸
ば
す
を
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
皇
帝
握
力
の
強
佑
が
図
ら
れ
た
宋
時
代
と
く
に
そ
の
中
期
以



後
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
新
ら
し
い
様
態
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
問
題
を
追
求
し

て
行
こ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
皇
帝
権
力
の
強
佑
は
、
国
力
の
衰
弱
か
ら
立
ち
な
お
ろ
う
と
し
て
皇
帝
が
専
制
君
主
と
し
て
の
君
権
の
強
佑

を
図
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
意
図
と
反
対
に
国
力
は
ま
す
ま
す
衰
弱
し
た
。
そ
乙
に
特
殊
な
形
態
を
も
っ
陰
惨
な
政
治
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。

宋
書
巻
礼
士
山
二
に
、

十
T

晋
孝
武
太
元
十
五
年
、
淑
媛
陳
氏
卒
。
皇
太
子
所
生
也
。
有
司
参
詳
、
母
、
以
子
賞
、
贈
淑
媛
為
夫
人
、
置
家
令
典
喪
事
。
太
子
前
衛
率
徐

現
議
、
喪
服
伝
稿
、
与
尊
者
為
体
、
則
不
服
其
私
親
。
叉
君
父
所
不
服
、
子
亦
不
敢
服
。
故
王
公
妾
子
、
服
其
所
生
母
、
練
冠
麻
衣
〕
既

葬
市
除
。
非
五
服
之
常
。
則
謂
之
無
服
。
従
之
。

る
。
ま
た
通
典
巻
八
礼
四
十
二
皇
太
子
為
所
生
母
服
議
の
項
に
、

十
二

晋
廃
帝
海
西
公
太
和
中
、
太
子
所
生
陳
淑
媛
語
。
尚
書
疑
所
服
。
徐
調
以
為
、
宜
依
公
子
為
母
練
冠
麻
衣
、
既
葬
除
之
。
・
・
徐
飾
叉
目
、

嫡
子
服
所
生
。
礼
無
其
文
者
、
蓋
不
異
於
庶
子
。
故
組
以
公
子
為
言
。
推
義
可
知
。
既
日
、
君
之
所
不
服
、
子
亦
不
服
。
則
正
庶
均
於
降

奪
。
雄
登
位
儲
宮
、
而
上
厭
所
天
、
義
不
異
也
。
至
於
既
孤
、
則
余
尊
之
厭
軽
失
。
故
諸
庶
子
服
其
母
大
功
。
市
為
後
者
、
服
其
母
組
。

此
存
亡
異
礼
。
何
可
一
其
制
耶
。

と
あ
る
。
「
廃
帝
海
西
公
太
和
中
」
は
「
孝
武
太
元
十
五
年
」
の
誤
り
で
あ
る
。

て
い
る
の
は
、
儀
礼
博
一
喪
服
第
十
一
に

記
、
公
子
為
其
母
練
冠
麻
、
麻
衣
鯨
縁
。
為
其
妻
、
鯨
冠
葛
経
帯
、
麻
衣
鯨
縁
。
皆
既
葬
除
之
。

こ
こ
で
「
所
生
母
」
の
た
め
に
練
冠
麻
衣
を
着
す
る
と
い
っ

と
あ
る
の
に
基
く
。
鄭
玄
は
こ
の
注
の
な
か
で
、

公
子
君
之
庶
子
也
。
其
或
為
母
、
謂
妾
子
也
。
云
云
。

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五
七



ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五
八

と
い
っ
て
い
る
が
、
右
は
も
と
も
と
「
君
」

U
諸
侯
の
妾
腹
の
庶
子
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
主
き
の
両
記
事
は
相
ま
っ
て
、
徐

遡
が
皇
太
子
、
皇
子
ぞ
基
本
的
に
同
質
と
考
え
、
彼
ら
が
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
る
理
田
と
し
て
尊
一
石
と
体
を
な
す
も
の
は
私
親
に
服
レ
な
い
、
ま

た
君
父
の
服
し
な
い
も
の
は
子
も
亦
服
し
な
い
と
い
う
こ
つ
を
示
し
た
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

見
解
は
十
分
な
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
て
通
風
ハ
巻
八
皇
太
子
降
服
議
の
項
に
、

十
二

（
主
）
了

宋
関
蔚
之
謂
、
今
唯
太
子
従
君
所
服
。
皇
子
公
子
則
無
厭
降
。

こ
の

と
あ
る
。
右
で
は
皇
子
は
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
所
生
母
」
に
服
レ
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
元
嘉
二
十
九
年
以
後
の
状
態
を
指
す

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
元
嘉
二
十
九
年
以
後
皇
太
子
が
「
所
生
母
」
に
喪
を
伸
し
え
ず
一
方
皇
子
が
伸
し
え
た
理
由
と
し
て

は
、
前
者
が
尊
者
リ
皇
帝
と
体
を
な
し
後
者
は
体
を
な
さ
な
い
か
ら
（
裏
か
ら
い
え
ば
「
所
生
母
」
と
体
を
な
す
か
ら
）
と
し
か
考
え
ら
れ
な

し、。

（
皇
帝
は
常
に
皇
太
子
、
皇
子
の
「
所
生
母
」
に
服
し
な
い
が
、
皇
子
が
尊
者
H
皇
帝
と
体
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
か
つ
て
皇
子
が
尊
者
H

皇
帝
と
体
を
な
し
た
際
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
た
一
理
由
と
し
て
の
、
君
父
の
服
し
な
い
も
の
は
子
も
亦
服
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
で
は
存

在
価
値
か
な
く
な
る
。
）
こ
う
し
た
こ
と
は
、
別
の
表
現
を
す
れ
ば
皇
帝
と
’
単
一
子
と
の
関
係
が
君
臣
関
係
を
主
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
宋
室
田
崎
十
東
平
王
子
嗣
伝
に
、

東
平
王
子
嗣
．
字
挙
叔
ぜ
孝
同
帝
単
二
十
七
子
也
。
大
明
七
年
伍
リ
白
封
東
半
玉
箆
邑
二
千
一
戸
、
継
泉
以
l

沖
主
体
一
司
休
一
四
一
母
一
顔
也
坦
取

酷
ν

泰
始
二
年
、

子
嗣
所
生
母
景
寧
園
岨
容
謝
上
表
日
、

（
故
東
平
沖
王
休
僑
）
遺
胤
莫
伝
。

孝
武
皇
帝
救
安
子
臣
子
嗣
、

出
継
為

後
0

・
伏
願
乾
渥
広
臨
、
曲
垂
照
賜
、
復
改
命
選
依
本
属
。
則
妾
母
子
雄
踊
之
辰
、
猶
生
之
願
。
許
之
。

と
あ
る
。
大
明
は
も
ち
ろ
ん
元
嘉
よ
り
の
ち
で
あ
る
。

ぅ
。
ち
な
み
に
、
南
斉
室
田
博
正
陸
澄
伝
に
、

泰
始
六
年
、
詔
、
皇
太
子
朝
賀
、
服
哀
悼
箔
九
章
。
澄
典
儀
曹
郎
正
仲
起
議
、
服
見
以
朝
、
実
著
経
文
。
・
・
説
晋
以
来
、
不
欲
令
臣
下
服
哀

こ
の
記
事
は
右
の
理
解
を
も
っ
て
読
む
と
、
そ
の
意
味
が
一
段
と
明
か
に
な
る
で
あ
ろ



軍
。
故
位
公
者
、
加
侍
官
。
今
皇
太
子
礼
絶
群
后
。
宜
遵
聖
王
盛
典
、
革
近
代
之
制
。

L
』
み
の
司
令
。

こ
の
「
群
后
」
は
（
封
王
た
る
）
皇
子
以
下
の
帝
族
を
含
む
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
泰
始
は
大
明
よ
り
あ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
右
の
考
察
に
豊
か
さ
を
与
え
る
た
め
、
元
嘉
二
十
九
年
以
前
、
皇
子
、
公
主
が
皇
帝
と
体
を
な
し
そ
の
故
に
父
皇
帝
の
（
余
）
尊
に

厭
さ
れ
て
い
た
と
す
べ
き
こ
と
、
元
嘉
二
十
九
年
以
後
、
皇
子
、
公
主
と
皇
帝
と
の
関
係
が
君
臣
関
係
を
主
と
す
る
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の

可
能
性
が
つ
と
に
存
し
た
こ
と
、

通
典
立
礼
四
十
二
諸
王
持
重
為
所
生
母
服
議
の
項
に
、

（汝）
7

晋
穆
帝
永
和
中
、
尚
書
令
顧
和
表
云
、
為
人
後
者
、
降
其
所
生
。
奪
天
属
之
性
、
明
至
公
之
議
。
降
殺
節
文
、
著
於
周
典
。
按
済
南
王

（太）
Y

統
、
昔
為
庶
母
、
居
鹿
持
重
。
違
胃
礼
度
、
障
其
私
情
。
宜
以
礼
奪
服
。
奏
可
。
至
孝
武
泰
元
中
、
太
常
車
允
上
事
、
礼
庶
子
為
後
、
為

其
母
楓
麻
三
月
。
自
頃
公
侯
卿
士
庶
子
為
後
、
為
其
庶
母
、
同
之
於
嫡
。
礼
記
云
、
為
父
後
、
為
出
母
無
服
。
無
服
也
者
、
不
祭
故
也
。

（
皇
子
、
公
主
は
「
出
室
」
の
状
態
に
あ
る
の
を
典
型
的
な
あ
り
か
た
と
す
る
こ
と
）
を
論
じ
よ
う
。

今
身
承
祖
宗
之
重
、
市
以
庶
母
之
私
、
廃
喚
嘗
之
事
。
求
之
情
礼
、
失
莫
大
意
。
允
叉
上
事
云
、
経
年
未
被
告
報
。
若
以
所
陳
或
謬
、
則

（
升
）
？

経
有
明
文
。
若
以
古
今
不
問
、
則
晋
有
成
典
。
叉
昇
平
年
中
故
太
宰
武
陵
王
所
生
母
喪
。
表
求
斉
続
三
年
。
詔
聴
依
楽
安
王
故
事
、
制
大

（瑞）
7

功
九
月
。
興
寧
中
、
故
梁
王
逢
所
生
母
喪
。
亦
求
三
年
。
詔
書
依
太
宰
故
事
、
同
服
大
功
。
並
無
居
康
三
年
之
文
。
議
以
重
上
。
荷
台
参

（
慾
）
Y

詳
。
尚
書
奏
依
楽
安
王
大
功
。
為
王
。
詔
可
。

と
あ
る
。
右
に
見
え
る
諸
王
の
う
ち
汝
南
王
統
は
汝
南
王
祐
の
子
で
皇
子
（
で
も
皇
子
の
子
で
も
）
な
い
の
で
こ
こ
で
は
論
外
と
す
る
。
楽
安

王
襲
は
文
帝
（
追
尊
）
の
子
で
あ
る
か
ら
こ
の
際
皇
子
と
み
な
し
て
よ
い
。
楽
安
王
塑
は
始
封
の
君
で
あ
る
。
彼
は
出
で
て
人
の
後
に
な
っ
て

は
い
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
文
帝
の
あ
と
を
つ
い
で
も
い
な
い
。
彼
が
「
所
生
母
」
の
た
め
大
功
に
服
し
た
の
は
父
文
帝
（
追
尊
）
の
余
尊
に
厭

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
典
同
項
に
は
続
い
て

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

五
九



ハ
朝
に
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け
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喪
服
制
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二
問
題
（
越
智
）

六
O

宋
庚
蔚
之
謂
、
庶
子
為
後
、
為
所
生
服
組
。
此
礼
之
正
文
。
近
遂
為
三
年
、
失
之
甚
也
。
按
晋
楽
安
王
所
生
母
喪
。
議
者
調
、
応
小
功
。

（窓）
Y

孝
武
詔
、
令
大
功
。
乃
合
余
尊
之
義
。
云
云
。

と
あ
っ
て
そ
の
見
解
巻
裏
づ
け
し
て
い
る
。
太
宰
武
陵
王
瞬
は
元
帝
の
皇
子
で
出
で
て
武
陵
王
誌
を
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
こ
う
し

た
楽
安
王
聾
の
例
に
よ
っ
た
と
い
う
乙
と
は
、
皇
子
の
場
合
出
で
て
人
の
後
に
な
っ
た
際
「
所
生
母
」
の
喪
を
伸
す
を
え
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
、
出
で
て
人
の
後
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
父
皇
帝
の
（
余
〉
尊
に
厭
さ
れ
た
か
ら
と
す
べ
き
を
物
語
っ
て
い
る
。

論
を
進
め
る
と
、
梁
王
瑠
は
右
の
武
陵
王
稀
の
子
で
あ
る
が
、
梁
時
代
の
新
官
制
で
は
そ
の
尊
に
従
っ
て
皇
親
の
府
が
皇
弟
皇
子
府
、
嗣
王

府
、
皇
弟
皇
子
之
庶
子
府
、
蕃
王
府
に
大
別
さ
れ
て
い
る
（
通
典
段
職
官
十
九
梁
官
品
の
項
）
。
こ
う
し
た
区
別
は
事
実
上
つ
と
に
存
し
て

い
た
筈
で
あ
る
。
晋
害
援
武
陵
威
王
師
伝
に
、
輔
が
す
で
に
武
陵
王
苧
そ
つ
い
だ
の
ち
の
こ
と
と
し
て
、

（
前
略
）
（
桓
）
温
乃
表
瞬
目
、
瞬
体
自
皇
極
。
云
云
。

と
あ
る
が
、
「
皇
子
」
と
し
て
の
瞬
の
庶
子
で
あ
る
躍
が
蕃
王
た
る
梁
王
朝
の
後
を
つ
い
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
瑳
が
醐
閣
に
厭
主
れ
る
こ
と
な
く
、

父
稀
に
厭
さ
れ
て
所
生
母
（
た
る
父
の
妾
）
の
喪
を
伸
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
迄
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
自
然
に
推
定
が
出
来
よ
う
。
こ

う
し
た
考
察
は
、
元
嘉
二
十
九
年
以
前
、
皇
子
が
出
で
て
同
姓
の
封
王
の
後
と
な
っ
た
際
も
、
依
然
と
し
て
父
皇
帝
と
体
を
な
し
、
従
っ
て
そ

の
（
余
）
尊
に
厭
さ
れ
る
の
を
証
し
て
い
る
。
出
で
て
同
姓
の
封
王
の
後
と
な
ら
な
か
っ
た
皇
子
が
受
封
後
も
父
皇
帝
と
体
を
な
し
、
従
っ
て

そ
の
（
余
）
尊
に
厭
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ぎ
に
、
公
主
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
以
上
述
べ
た
実
情
と
く
に
皇
子
が
出
で
て
同
姓
の
封
王
の
後
と
な
っ
た
際
の
実
情
か
ら
推
し
て
、
元

嘉
二
十
九
年
以
前
、
公
主
は
在
室
と
否
と
に
関
係
な
く
（
端
的
に
は
室
を
出
で
て
嫁
し
た
際
も
）
ハ
ス
皇
帝
と
体
を
な
し
、
従
っ
て
そ
の
（
余
）

尊
に
厭
さ
れ
た
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
な
お
、
一
五
嘉
二
十
三
年
の
事
件
の
際
何
承
天
は
明
か
に
問
題
を
す
べ
て
の
公
主
に
関
す
る
も
の
と
し

て
い
る
。
従
っ
て
元
嘉
二
十
三
年
か
ら
同
二
十
九
年
ま
で
す
べ
て
の
公
主
が
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
た
の
は
と
く
に
疑
う
べ
く
も
な
い
。



こ
こ
で
通
典
境
礼
四
十
一
公
主
眼
所
生
議
の
項
を
見
る
と
、

宋
庚
府
之
云
、
公
主
為
其
母
応
周
。
何
以
言
之
。
在
意
一
有
余
尊
之
厭
、
服
末
得
渦
大
功
。
故
服
母
及
兄
弟
、
一
小
得
有
異
。
既
出
則
無
厭
。

故
為
母
得
周
。
所
以
知
既
出
則
無
厭
者
。
礼
尊
降
出
降
、
親
疎
不
異
。
尊
降
唯
不
及
其
嫡
耳
。
至
於
厭
降
、
唯
子
而
己
。
在
室
、
父
在
為

母
周
。
既
出
、
服
母
与
父
問
。
是
故
知
既
出
則
無
厭
也
。
叉
正
尊
不
報
、
礼
之
大
例
。
而
女
子
適
人
、
父
報
以
周
、
使
其
移
重
於
夫
族
、

推
お
刀
親
也
。
以
此
推
之
、
出
則
無
厭
、
理
拠
益
明
。

と
あ
る
。
右
で
と
り
あ
げ
て
い
る
時
代
に
は
、
厭
降
は
「
在
室
」
の
子
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
子
に
は
女
子
子
と
男
子
と
が
い
る
が
、
女

子
子
の
場
合
、
父
の
室
を
出
る
と
は
嫁
し
て
他
人
の
「
妻
」
と
な
る
の
を
意
味
す
る
。
（
嫡
長
子
を
除
く
）
男
子
の
場
合
そ
れ
に
相
当
る
の
は

王
に
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
元
嘉
二
十
九
年
以
前
に
は
出
室
、
在
室
を
間
わ
ず
厭
降
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
右
は
出
室
に
厭
降
が

な
く
在
室
に
厭
降
が
あ
る
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
元
嘉
二
十
九
年
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
公
主
が
父
皇
帝
の
室
を
出

で
て
か
ら
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
所
生
母
」
の
た
め
に
（
父
皇
帝
の
た
め
に
す
る
と
同
様
）
斉
周
に
服
す
る
と
い
っ
た
際
、
皇
帝
と

公
主
と
の
関
係
は
（
狭
義
の
）
家
長
と
家
人
と
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
（
広
義
の
）
君
臣
関
係
に
あ
る
と
す
べ
き
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
つ
ぎ
に
皇
子
が
父
の
室
を
出
で
て
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
き
で
み
の
る
が
、
通
典
一
ゴ
礼
四
十
一
宗
室
童
子
為
天
子
服
制
議
の
項
に
、

（
四
）
？

貌
晋
故
事
日
、
皇
子
広
陵
王
年
十
一
。
孫
為
祖
服
周
。
当
為
臣
服
、
（
不
）
従
本
親
服
。
皇
弟
呉
王
年
十
。
章
郡
王
年
七
。
叉
当
侍
慮
、

服
成
人
礼
。
著
何
慨
服
。
応
琳
議
、
按
礼
喪
服
、
諸
侯
為
天
子
斬
。
今
広
陵
王
列
土
建
国
、
古
之
諸
侯
。
宜
従
臣
例
。
叉
礼
、
童
子
不
居

慮
、
不
杖
、
不
語
。
広
陵
王
未
冠
。
呉
王
章
郡
王
卑
幼
。
不
応
居
底
。
古
但
有
冠
無
版
。
漢
始
制
帳
。
可
如
今
服
巻
航
。

と
あ
る
。
「
皇
子
広
陵
王
」
と
は
、

晋
の
武
帝
の
孫
で
あ
る
広
陵
王
遜
（
の
ち
の
感
懐
太
子
）
の
こ
と
で
あ
る
。

右
は
武
帝
が
崩
じ
た
と
き
の

乙
と
で
あ
る
が
、
当
時
広
陵
王
透
は
皇
太
子
（
即
位
し
て
恵
帝
）
の
長
子
と
し
て
や
が
て
皇
太
子
に
な
る
べ
く
予
定
さ
れ
て
い
た
。

博
ヨ
感
懐
太
子
伝
を
見
る
と
、

い
ま
晋
書

ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

ノ、



六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
籾
）

，＼ 

時
望
気
者
言
。
広
陵
有
天
子
気
。

故
封
為
広
陵
王
邑
五
万
戸
。
以
劉
寒
為
師
、

孟
桁
為
友
、
楊
準
鴻
諜
為
文
学
。

恵
帝
即
位
、

立
為
皇

太
子
。

と
あ
る
。
右
文
は
そ
う
し
た
広
陵
王
還
も
武
帝
の
息
子
呉
王
要
、
章
郡
王
某
も
と
も
に
武
帝
の
臣
と
し
て
斬
縦
三
年
の
喪
に
服
す
べ
く
、

成

人
な
み
に
）
民
間
底
に
居
る
こ
と
を
定
め
ら
れ
た
が
、
応
琳
は
臣
服
の
原
則
に
賛
成
し
つ
つ
も
椅
底
に
居
る
こ
と
を
除
こ
う
と
し
た
の
を
一
不
す
と

す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
右
は
「
皇
子
が
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
皇
帝
と
彼
と
の
聞
に
君
臣
関
係
が
確
立
す
る
の
を
意
味
す
る
。
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
通
典
当
礼
四
十
二
皇
太
子
為
所
生
母
服
議
の
項
に
、

・
按
醇
公
謀
議
、
皇
子
以
封
為
玉
、
列
土
守
蕃
。
不
得
戚
於
天
子
者
、
父
卒
為
母
三
年
。

萎
輯
議
、

と
あ
る
。
妻
輯
は
西
晋
時
代
の
人
で
あ
る
。
「
醇
公
謀
議
」
は
国
の
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、

そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
皇
帝
と
皇
子
と
の
関

係
が
、
皇
子
が
封
王
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
変
し
、
「
父
」
と
「
子
」
と
の
関
係
か
ら
君
臣
関
係
に
転
ず
る
と
い
う
に
あ
る
。

旧
来
、
封
王

た
る
皇
子
の
厭
降
が
あ
っ
た
時
代
に
お
い
で
さ
え
も
こ
う
し
た
理
解
が
一
面
で
存
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
皇
帝
権
力
の
絶
対
性
が
伺
ら
か

の
形
で
一
段
と
強
ル
相
さ
れ
た
際
そ
の
理
解
に
「
皇
帝
と
体
を
な
注
な
い
」
リ
君
臣
関
係
を
第
一
と
す
る
と
い
う
形
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
可
能
性

の
存
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
今
迄
通
典
皇
太
子
降
服
議
の
項
で
庚
蔚
之
が
「
皇
子
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
を
出
室
の
皇
子
と
解
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
庚
蔚

之
が
通
典
公
主
服
所
生
議
の
項
の
な
か
で
出
室
の
公
主
を
単
に
「
公
主
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
何
等
不
自
然
で
は
な
か

ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
は
皇
子
、
公
主
が
本
来
「
出
室
」
の
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
通
典
皇
太
子
降
服

議
の
項
の
「
公
子
」
は
公
主
の
誤
り
と
解
し
た
方
が
す
っ
き
り
す
る
。
そ
う
す
る
と
本
節
の
論
旨
は
よ
り
簡
明
と
な
ろ
う
。

元
首
新
時
代
は
二
十
七
年
を
境
に
し
て
大
き
く
変
佑
す
る
。
宋
王
朝
は
同
年
の
北
説
の
南
下
を
防
ぐ
た
め
国
力
を
消
耗
し
つ
く
し
、
乙
れ
以
後

国
勢
は
急
速
に
衰
え
て
行
く
。
以
後
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
対
策
が
考
え
ら
れ
た
が
、
皇
帝
の
絶
対
者
と
し
て
の
尊
厳
性
の
昂
揚
は
、
皇
帝



の
支
配
力
強
佑
と
相
応
ず
る
も
の
と
し
て
そ
の
対
策
の
一
環
を
な
し
た
。
元
嘉
三
十
年
に
即
位
し
た
孝
武
帝
が
早
く
も
翌
年
の
孝
建
元
年
、
皇

帝
自
選
の
相
、
内
史
、
官
長
が
（
封
王
を
含
む
）
封
君
に
臣
と
称
す
る
制
度
を
否
定
し
た
の
も
、
皇
帝
の
絶
対
者
と
し
て
の
尊
厳
性
を
昂
揚
す

る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
元
嘉
二
十
九
年
、
典
型
的
な
あ
り
か
た
に
お
け
る
皇
子
、
公
主
が
父
皇
帝

の
（
余
）
尊
に
厭
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
国
情
の
変
佑
に
と
も
な
う
・
皇
帝
の
絶
対
者
と
し
て
の
尊
厳
性
の
昂
揚
l
皇
帝
の
支
配
力
強
力
の

第
一
歩
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
宋
の
孝
武
帝
が
皇
子
に
対
し
今
迄
見
て
き
た
よ
う
な
新
態
度
を
う
ち
だ
し
た
と
す
れ
ば
、
（
皇
太
子
、
）
皇
子
以
外
の
宗
親
に

対
し
て
も
当
然
新
ら
し
い
態
度
を
う
ち
だ
す
べ
き
で
あ
る
。
宋
主
国
時
八
礼
志
五
に
は
、

（
孝
建
二
年
十
月
己
未
、
）
大
司
馬
江
夏
王
義
恭
蝋
騎
大
将
要
民
陵
王
誕
、
表
改
革
諸
王
単
服
制
度
。
凡
九
条
。
上
因
調
有
司
、
更
増
広

目
諸
王
子
継
体
為
王
者
、
婚
姻
吉
凶
悉
依
諸
国
公
侯
之
礼
、
不
得
向
島
出
弟
皐
子
。
・
・
羽
田
可
。

主
？
L

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
そ
つ
し
た
意
味
で
孝
武
帝
の
態
度
に
一
貫
性
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
通
興
計
一
J

礼
四
十
二
諸
王
出
後
降
本

条
目
。
奏
日
、

父
母
及
所
生
母
服
議
の
項
に
、
太
宰
武
陵
王
踊
の
「
所
生
母
」
の
服
に
闘
し
、

（
前
略
）
度
部
郎
極
重
議
云
、
・
自
漢
以
来
、
皇
子
皆
為
始
封
君
。
始
封
君
則
私
得
伸
。
設
令
太
宰
不
出
後
、
必
受
始
封
ο

服
無
厭
降
。

と
あ
る
。
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
厭
降
に
関
す
る
こ
う
し
た
考
え
か
た
が
否
定
さ
れ
た
の
は
明
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
皇
子

が
室
を
出
で
て
封
王
と
な
っ
た
際
、
そ
れ
を
始
封
の
君
（
つ
ま
り
始
封
の
諸
侯
）
と
す
る
理
解
の
存
し
た
の
は
注
目
に
価
す
る
。

博
七
礼
志
四
に
、

ま
た
宋
書

（
宋
孝
武
帝
）
大
明
八
年
正
月
壬
辰
、
有
司
奏
。
故
斉
敬
王
手
羽
将
来
立
後
。
未
詳
便
応
作
主
立
廟
、
為
須
有
後
之
目
。
未
立
廟
者
、
為

於
何
処
祭
肥
。
瀞
撃
将
軍
徐
愛
議
、
以
為
、
国
無
後
、
於
制
除
罷
。
始
封
之
君
、
寒
帯
承
嗣
。
皇
子
追
贈
、
則
為
始
祖
。
臣
不
碍
君
、
事

著
前
準
。
宣
容
虚
欠
一
燕
嘗
、
以
倹
有
後
。
云
云
。

ハ
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

ノ、



六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

ノ、
四

と
あ
る
が
、
乙
れ
亦
皇
子
が
室
を
出
で
て
封
王
と
な
っ
た
際
、
そ
れ
を
始
封
の
君
と
す
る
理
解
の
存
し
た
の
を
側
面
か
ら
物
語
る
。
皇
帝
と
室

を
出
た
皇
子
と
の
関
係
が
引
続
き
一
面
で
皇
帝
と
始
封
の
君
と
の
関
係
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
諸
侯
は
敢
て
天
子
日
皇
帝
を
祖
と
な
す

を
え
ず
と
い
う
礼
制
と
か
ら
み
あ
っ
て
、
元
嘉
二
十
九
年
の
新
様
態
の
生
成
に
何
ら
か
の
寄
与
を
し
た
の
を
示
唆
す
る
。

な
お
、
孝
武
帝
の
と
き
以
後
皇
帝
が
そ
の
側
近
の
寒
人
を
皇
親
日
皇
子
、
宗
親
の
も
と
に
派
遣
し
て
皇
親
を
監
視
し
そ
の
活
躍
を
封
ず
る
よ

う
に
な
る
。
巨
視
的
に
こ
う
し
た
寒
人
の
活
躍
を
と
り
あ
げ
る
と
、
そ
れ
は
以
後
斉
末
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

第

二

節

梁
時
代
の
皇
帝
に
か
か
る
厭
降

梁
時
代
、
皇
帝
と
皇
子
、
宗
親
と
の
対
内
的
関
係
に
は
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
際
も
喪
服
に
関
し
宋
中
期
以
後
の
基
本
線

が
崩
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
梁
蛍
回
一
清
可
馬
笥
伝
を
見
る
と
、
天
監
七
年
の
こ
と
と
し

て、

（
前
略
）
高
祖
国
是
、
殺
礼
宮
、
議
皇
子
慈
母
之
服
。
（
司
馬
）
笥
議
、
宋
朝
五
服
制
、

皇
子
服
訓
養
母
。

礼
依
庶
母
慈
己
、
宜
従
小
功

之
制
。
按
曽
子
問
云
、
子
潜
目
、
喪
慈
母
礼
敗
。
孔
子
日
、
非
礼
也
。

古
者
男
子
外
有
侍
、

内
有
慈
母
。

君
命
所
使
教
子
也
。

何
服
之

有
。
鄭
玄
注
云
、
此
指
調
国
君
之
子
也
。
若
国
君
之
子
不
服
、
則
王
者
之
子
不
服
、
可
知
。
叉
喪
服
経
云
、
君
子
子
為
庶
母
慈
己
者
。
伝

目
、
君
子
子
者
、
貴
人
子
也
。
鄭
玄
引
内
則
三
母
、
止
施
於
卿
大
夫
。
以
此
市
推
、
則
慈
母
之
服
、
上
不
在
五
等
之
嗣
、
下
不
建
三
士
之

息
。
儲
其
服
者
、
止
卿
大
夫
。

尋
諸
侯
之
子
、
尚
無
此
服
。

況
乃
施
之
皇
子
。

調
宜
依
礼
刊
除
、
以
反
前
代
之
惑
。
高
祖
以
為
不
然
。

目
、
礼
言
慈
母
、
凡
有
三
条
。

一
則
妾
子
之
無
母
、
使
妾
之
無
子
者
養
之
、
命
為
母
子
。
服
以
三
年
。
喪
服
斉
衰
章
所
言
慈
母
是
也
。
ニ

則
嫡
妻
之
子
無
母
、
使
妾
養
之
。
慈
撫
隆
至
、
雄
均
乎
慈
愛
、
但
嫡
妻
之
子
、
妾
無
為
母
之
義
。
而
恩
深
事
重
。
故
服
以
小
功
c

喪
服
小

功
章
、
所
以
不
直
言
慈
母
、
而
云
庶
母
慈
己
者
、
明
異
於
三
年
之
慈
母
也
。
其
三
則
子
非
無
母
、
正
是
折
賎
者
視
之
。
義
同
師
保
、
而
不
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無
慈
愛
。
故
亦
有
慈
母
之
名
。
師
保
既
無
其
服
、
則
此
慈
亦
無
服
央
。
内
則
云
、
抗
於
諸
母
与
可
者
、
使
為
子
師
。
其
次
為
慈
母
。
其
次

為
保
母
。
此
其
明
文
。
此
言
訳
諸
母
、
是
摂
人
而
為
此
三
母
。
非
調
摂
取
兄
弟
之
母
也
。
何
以
知
之
。
若
是
兄
弟
之
母
、
其
先
有
子
者
、

則
是
長
妾
。
長
妾
之
礼
、
実
有
殊
加
。
伺
容
次
妾
生
子
、
乃
退
成
保
母
。
斯
不
可
也
。
又
有
多
兄
弟
之
人
、
於
義
或
可
。
若
始
生
之
子
、

便
応
三
母
倶
閥
邪
。
白
是
推
之
、
内
則
所
言
諸
母
、
是
謂
三
母
、
非
兄
弟
之
母
明
突
。
子
揖
所
問
、
自
是
師
保
之
慈
、
非
三
年
小
功
之
慈

也
。
故
夫
子
得
有
此
対
。
畳
非
師
保
之
慈
母
無
服
之
詮
乎
。
鄭
玄
不
耕
三
慈
、
混
為
訓
程
、
引
彼
無
服
、
以
注
慈
己
。
後
人
致
謬
、
実
比

之
由
。
経
言
岩
子
子
者
、
此
雄
起
於
大
夫
、
明
大
夫
猶
繭
。
自
斯
以
上
、

摘
応
不
異
。

故
伝
云
、

君
子
子
者
、
貴
人
之
子
也
。

組
言
日

賞
、
則
無
所
不
包
、
経
伝
互
文
相
顕
発
。
則
知
慈
加
之
義
、
通
乎
大
夫
以
上
失
。
宋
代
此
科
、
不
帯
礼
意
。
便
加
除
削
、
良
是
所
疑
。
於

是
笥
等
請
依
制
改
定
、
嫡
妻
之
子
、
母
没
為
父
妾
所
養
、
服
之
五
月
。
貴
践
並
同
、
以
為
永
制
。

と
あ
る
。
右
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
宋
の
喪
服
の
制
は
も
ち
ろ
ん
皇
子
、
公
主
が
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
代
の
も
の
と
す
べ
き
で

あ
る
。
す
な
は
ち
、
父
皇
帝
の
崩
後
皇
子
が
「
所
生
母
」
に
斉
縦
三
年
の
喪
に
服
し
、
父
皇
帝
の
生
存
中
は
斉
縦
周
年
の
喪
に
服
し
え
る
こ
と

が
容
し
な
い
限
り
、
皇
子
が
慈
母
の
た
め
に
小
功
の
喪
に
服
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
宋
書
博
五
礼
士
山
こ
を
見
る

と

後
廃
帝
元
徽
二
年
七
月
、
有
司
奏
。

第
七
皇
弟
訓
養
母
鄭
僑
容
喪
。
未
詳
服
制
。

下
礼
宮
正
議
。

太
学
博
士
周
山
文
議
、

案
庶
母
慈
己

者
、
小
功
五
月
。
鄭
玄
云
、
其
使
養
之
、
命
不
為
母
子
、
亦
服
庶
母
慈
己
之
服
。
愚
謂
、
第
七
皇
弟
宜
従
必
功
之
制
。
参
議
並
問
。

と
あ
る
。
右
に
い
う
宋
の
喪
服
の
制
は
、
必
ら
ず
や
こ
の
有
司
の
奏
が
採
用
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
梁
書
司
馬
錆
伝

の
記
事
は
梁
の
武
帝
が
慈
母
と
い
う
の
が
内
容
的
に
三
つ
あ
る
と
い
う
（
新
）
説
を
出
し
、
か
つ
嫡
妻
の
子
が
母
の
死
後
父
の
妾
の
た
め
に
養

わ
れ
た
場
合
、
そ
の
妾
（
、
す
な
わ
ち
三
つ
の
慈
母
の
う
ち
の
一
つ
）
の
た
め
に
小
功
五
月
の
喪
に
服
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
子
（
、
公

主
）
に
も
適
用
さ
れ
る
。
と
い
う
制
度
を
定
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
乙
で
は
三
つ
の
慈
母
の
う
ち
一
つ
に
関
す
る
喪
服
制
し
か
記
さ
れ

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

六
五



六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
商
題
（
越
智
）

六
六

て
い
な
い
が
、
武
帝
の
慈
母
解
釈
か
ら
考
え
て
、
父
皇
帝
が
皇
子
｛
、
公
主
）
の
「
所
生
母
」
の
死
後
、
そ
の
妾
の
う
ち
子
の
な
い
も
の
に
そ

れ
を
養
わ
せ
た
場
合
、
そ
の
妾
（
す
な
わ
ち
三
つ
の
慈
母
の
う
ち
の
一
つ
）
の
た
め
に
、
斉
瓶
三
年
の
喪
に
服
す
る
の
が
制
度
佑
さ
れ
た
の
は

疑
う
べ
く
も
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
武
帝
が
礼
宮
に
皇
子
慈
母
の
服
を
議
せ
し
め
る
に
至
っ
た
発
端
は
、
天
監
七
年
に
安
成
太
把
陳
民
が
嘉
じ

た
と
き
江
州
刺
史
安
成
王
秀
と
荊
州
刺
史
始
興
王
憶
と
が
そ
れ
を
慈
母
の
死
と
し
、
表
し
て
職
を
解
か
れ
る
よ
う
願
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
両

王
は
太
祖
の
子
で
生
母
は
呉
太
妃
で
あ
る
。
呉
太
妃
が
早
く
死
し
た
た
め
陳
氏
が
慈
母
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
経
緯
と
武
帝
の
慈

母
解
釈
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の
制
度
化
が
実
現
し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
さ
れ
よ
う
。
制
度
的
に
こ
の
慈
母
の
た
め
に
斉
縦
三
年
の
服

喪
が
許
さ
れ
る
以
上
、
皇
子
（
、
公
主
）
が
「
所
生
母
」
の
た
め
に
斉
縦
三
年
（
、
斉
縦
周
年
）
の
’
授
を
伸
し
え
る
の
は
明
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
梁

の
天
監
七
年
以
後
も
皇
子
（
、
公
主
）
は
父
皇
帝
に
厭
さ
れ
て
「
所
生
母
」
の
た
め
の
服
を
伸
し
え
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
梁
の
武
帝
と
皇
子
、
宗
親
と
の
関
係
は
、
宋
の
孝
武
帝
以
後
斉
時
代
に
至
る
閣
の
皇
帝
と
皇
子
、
宗
親
と
の
関
係
ほ
ど
の
冷
や
か
さ

が
な
い
。
そ
こ
に
は
皇
帝
が
皇
子
、
宗
親
に
対
し
も
つ
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
一
体
感
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
封
王

が
皇
帝
自
選
の
相
を
そ
の
直
臣
、
皇
帝
の
陪
臣
と
な
し
た
と
こ
ろ
に
窺
っ
て
み
よ
う
。
通
典
博
一
一
一
職
官
十
三
歴
代
王
侯
封
爵
の
項
に
、

公
侯
封
郡
県
者
、
言
日
教
。
境
内
称
之
日
第
下
。

梁
封
爵
亦
如
晋
宋
之
制
。
・
・
諸
王
言
日
令
。
境
内
称
之
日
殿
下
。

自
第
下
称
皆
目
寡

人
。
相
以
下
、
公
文
上
事
、
皆
詣
典
書
。
世
子
主
園
、
其
文
書
、
表
疏
儀
詩
、
如
臣
、
而
不
称
臣
。
文
書
下
郡
官
、
皆
言
告
。
諸
王
公
侯

国
官
、
皆
称
臣
。
上
於
天
朝
、
皆
称
陪
臣
。

有
所
陳
、

皆
目
上
疏
。
其
公
文
日
言
事
。
（
注
略
）
五
等
諸
公
位
視
三
公
、
班
次
之
。
開
国

諸
侯
、
位
視
孤
卿
重
号
将
軍
光
禄
大
夫
、
班
次
之
。
開
国
諸
伯
、
位
視
九
卿
、
班
次
之
。
開
圏
諸
子
、
位
視
二
千
石
、
班
次
之
。
開
国
諸

男
、
位
視
比
二
千
石
。
班
次
之
。
王
国
置
侍
相
。
松
山
以
肝
割
問
的
協
一
報
官
郎
中
令
将
軍
常
事
典
書
令
典
衛
長
…
群
一
明
日
興
洞
以
下
、
自
選
出
柵
上
。

一五一去。

と
あ
る
。
右
の
制
度
は
梁
一
代
を
通
じ
て
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
乙
の
記
事
は
惰
香
芝
百
官
志
上
に
見
え
る
梁
の
封
王
制
の
記
事
と
同



一
史
料
に
出
、
し
か
も
情
書
の
も
の
よ
り
も
要
領
よ
く
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

右
文
か
ら
王
国
に
（
台
の
選
置
で
な
い
・
）
皇
帝

自
選
の
侍
と
相
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
右
文
に
「
諸
王
公
侯
国
官
皆
称
臣
。

上
於
天
朝
、
特
称
陪
臣
。
」
と
あ
る
か
ら
、
梁

時
代
封
王
が
皇
帝
自
選
の
相
を
制
度
上
そ
の
直
臣
（
、
皇
帝
の
陪
臣
）
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
六
朝
時
代
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
問
題
、

と
く
に
喪
服
面
か
ら
見
た
そ
れ
、
は
往
々
任
命
権
者
が
だ
れ
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
人
々
が
権
力
構

成
に
お
け
る
任
命
権
の
重
要
さ
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
相
異
な
い
。
当
時
封
固
に
お
い
て
封
王
が
直
接
任
命
し
た
官
人
が
、
そ
の
直
臣

と
し
て
封
王
に
服
喪
す
る
の
は
何
ら
不
自
然
で
な
か
っ
た
し
、
六
朝
を
通
じ
て
変
化
の
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
（
政
治
体
制
の
変
化
に
応
じ
）

と
き
と
し
て
そ
の
不
自
然
さ
が
強
制
さ
れ
た
の
は
皇
帝
の
直
接
任
命
に
か
か
る
宮
人
（
相
な
ど
）
が
封
王
の
直
臣
、
皇
帝
の
陪
臣
と
な
る
制
度

で
あ
っ
た
。
（
漢
、
）
貌
時
代
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、

晋
に
入
っ
て
か
ら
封
王
の
国
（
及
び
素
姓
の
五
等
諸
侯
の
国
）
に
お
い
て
そ
れ

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
し
そ
の
体
制
が
（
礼
記
な
ど
に
見
え
る
）
周
の
封
建
制
の
復
活
を
意
図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
国
家
大
権

の
解
離
」
の
第
一
歩
と
な
る
。
し
か
し
実
情
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
絶
対
者
た
る
べ
き
皇
帝
が
こ
う
し
た
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は
、

（
「
国
家
大
権
の
解
離
」
過
程
に
お
け
る
一
現
象
と
し
て
理
解
す
べ
き
よ
り
も
、
む
し
ろ
）
皇
帝
が
そ
の
絶
対
性
を
保
ち
つ
つ
、
国
情
に
応
じ

た
支
配
を
円
滑
に
行
う
べ
き
一
種
の
支
配
の
「
術
」
を
示
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
右
の
支
配
の
「
術
」
は
換
言
す
れ
ば
皇
帝
が
皇
子
、
宗

親
に
対
し
、
内
面
的
心
情
的
に
彼
ら
に
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
一
体
感
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
皇
子
、
宗
親
に
対
し
（
外
面
的

に
だ
け
で
な
く
、
）
内
面
的
心
情
的
に
も
絶
対
者
と
し
て
の
距
離
感
を
も
っ
た
宋
の
孝
武
帝
以
後
、
右
の
制
度
は
ま
た
も
や
否
定
さ
れ
て
（
相

は
皇
帝
の
直
臣
と
な
り
、
）
以
て
斉
末
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
梁
の
封
王
の
制
は
、
梁
の
武
帝
が
皇
子
、
宗
裁
に
対
し
内

面
的
心
情
的
に
彼
ら
に
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
一
体
感
を
示
し
た
こ
と
、
及
び
彼
が
封
王
の
制
の
強
佑
を
通
じ
て
、
天
監
の
改
革
の
推
進
を

さ
さ
え
よ
う
と
し
た
と
と
を
物
語
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
晋
時
代
、
皇
帝
自
選
の
相
（
な
ど
）
は
通
常
、
封
王
の
直
臣
と
し
て
封
王
に
斬
絞

（却）

一
二
年
の
喪
に
服
し
、
皇
帝
の
陪
臣
と
し
て
封
王
に
締
結
七
月
の
喪
に
服
し
た
。
梁
時
代
の
そ
う
し
た
喪
服
に
つ
い
て
の
規
定
は
失
わ
れ
て
い
る

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
智
）

六
七



六
朝
に
お
け
る
喪
服
上
制
の
二
問
題
（
越
智
）

ノ、
八

が
、
必
ら
ず
や
そ
れ
と
同
様
乃
至
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
来
厭
降
に
関
す
る
実
情
と
相
の
服
喪
に
関
す
る
組
定
と
は
、
問
題
の
場
に
ズ
レ
が
あ
る
が
、
あ
え
て
両
者
を
関
連
づ
け
て
考
え
た
際
、
梁

の
武
帝
の
絶
対
者
と
し
て
の
あ
り
か
た
は
、
基
本
的
に
は
宋
の
孝
武
帝
以
来
の
皇
帝
と
同
様
息
子
、
宗
親
に
対
す
る
絶
対
性
を
高
く
も
ち
続
け
て

き
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
こ
に
は
自
ら
旧
と
相
異
の
あ
る
支
配
の
「
術
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
術
」
に
お
い
て
は
彼
ら
を
内
面

的
心
情
的
に
政
治
的
支
配
者
に
指
定
し
そ
こ
に
彼
ら
の
自
ら
に
対
す
る
忠
誠
を
期
待
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
旧
来

武
帝
の
皇
子
、
宗
親
に
対
す
る
寛
大
志
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
六
朝
の
皇
帝
の
宅
一
子
、
宗
親
に
対
す
る
寛
大
さ
に
は
二
通
り
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
族

長
と
族
人
と
い
っ
た
面
を
強
く
も
つ
寛
大
さ
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
自
ら
を
唯
一
最
高
の
も
の
と
し
、
そ
こ
か
ら
下
す
寛
大
き
で
あ
る
。
後
者

は
そ
の
現
象
が
い
か
に
寛
大
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
憐
閥
の
情
を
垂
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
武
帝
の
皇
子
、
宗
親
に
対
す
る
寛

大
さ
は
後
者
に
あ
た
る
。
ま
た
武
帝
が
彼
ら
の
蓄
財
に
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

乙
れ
は
当
時
の
国
家
財
政
の
あ
り
か
た
を

関
連
さ
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
武
帝
は
正
常
な
国
家
財
政
を
破
壊
す
る
よ
う
な
手
段
で
蓄
財
を
な
し
、
そ
の
蓄
財
の
相
当
部
分
を
仏
教
信

仰
（
、
仏
寺
建
立
）
に
つ
ぎ
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
武
帝
は
彼
ら
が
（
仏
教
信
仰
と
無
関
係
の
目
的
に
出
た
に
し
て
も
、
）
自
ら
と
同

様
の
方
法
で
蓄
財
を
な
し
た
の
を
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
武
帝
の
彼
ら
に
対
す
る
寛
大
さ
と
は
殆
ん
ど

無
関
係
で
あ
る
。

註

（1
）
知
稿
、

「
普
爵
と
宋
爵
」
へ
史
淵
第
八
）
・
拙
稿
、

戸
十
五
縮
、

の
故
吏
に
つ
い
て
」
（
博
4
4
1鵬
一
一
）
・
拙
稿
、

の
制
」
（
開
講
群
一
当
相
）
参
照
。

「
再
び
普
南
朝

「
貌
同
日
時
代
喪
服
礼
の
研
究
」
は
、
現
晋

ιあ
け
る

南
朝
の
喪
服
私
に
つ
い
て
数
多
く
の
卓
見
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

「
警
南
朝
の
岳
戸
制
度
の
研
究
」
（
週
一
戦
時
町

な
お
、
藤
川
正
数
氏

「
回
出
国
の
封
王

（2
）
浜
口
霊
園
氏
、

紀
要
第
）
申
告
照
。

二
号
＼



（3
）
拙
稿
、

日「

ー「ー「 ー寸 筋且 ー「

貌貌貌吾領
晋晋膏南軍
に南の劇将
おR＇J 号年の軍
け の 芦 兵 主
る兵に i=i 護
『戸つ制箪
異制い皮将
子度ての軍
のの」研」

型盟平更発ギ量
一戸二淵」四洋
巳 ミ 二 編 第 参 巻 学
じ貧 八照第翠・＂、』ー，， 。一一一・ーー
て ι 参 号首

！照」－－－
母 参

時時

（4
）
前
掲

（5
）
拙
稿
、

（6
）
前
掲
、

（7
）
前
掲
、

（8
）
一
戸
数
計
算
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
日
発
表
す
る
が
、
前
掲
、

毘
円
の
界
一
戸
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
そ
の
一
端
に
ふ
れ
た
。

（9
）
と
く
に
兵
制
上
の
肉
質
性
に
つ
い
て
は
、
浜
口
章
一
国
氏
「
呉
・
四
割

ヘ
山
梨
大
学
学
芸
学
部
J

の
兵
制
と
兵
一
戸
制
」
（
研
究
報
告
第
九
号
）
参
照
。

な
お
、
前
掲
、
「
貌
普
の
客
一
戸
に
つ
い
て
」
も
貌
呉
両
政
椴
の
同

質
性
に
ふ
れ
た
。

（
国
）
前
掲
、
「
城
山
山
川
刊
喪
服
引
仙
の
研
究
」
参
照
。

（
日
）
こ
の
際
、
河
内
氏
が
孝
を
治
慌
の
円
際
と
な
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
次
第
、
及
び
そ
の
孝
が
渋
時
代
の
そ
れ
と
大
き
く
異
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
私
見
を
発
表
す
る
。

貌

（
ロ
）
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、

ふ
れ
た
。

「競弛
H

の
零
一
円
に
つ
い
て
」
で

（
日
）
前
掲
、
「
貌
川
門
前
例
の
兵
一
円
制
皮
の
研
究
」
参
照
。

な
お
、
そ
れ
に
関
す
る
私
見
も
別
に
発
表
す
る
。

（M
）
ち
な
み
に
、
後
間
時
代
、
市
川
行
に
だ
け
奥
供
養
子
が
認
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
正
円
時
代
一
般
に
奥
挑
養

六
朝
に
お
け
る
喪
服
制
上
の
二
問
題
（
越
間
）

子
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
官
官
に
は
依
然
そ
れ
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
通
典
唱
は
礼
二
十
九
養
兄
弟
子
為
後
後
自
生
子

ー「t
J

，J

議
の
項
に
、
東
叫
田
の
成
和
五
年
（
ご
ろ
）
の
こ
と
と
し
て
、

（
前
略
）
廷
史
陳
序
議
：
：
：
令
文
、
養
人
子
男
、
後
自
有
子
男
、

及
閣
人
非
親
者
、
皆
別
為
一
円
。

と
あ
る
。
「
人
子
男
」
は
同
姓
人
の
子
男
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
普
時
代

E

胃
宵
が
異
姓
養
子
を
な
し
え
た
の
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
右
の
記
事
は
異
性
養
子
が
（
後
漢
時
代
と
臭
り
）
爵
の
紙

承
が
出
来
な
か
っ
た
の
を
示
唆
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

警
時
代
、
禁
止
後
も
異
姓
養
子
は
療
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し

こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
割
愛
す
る
。

な
お
、
異
性
養
子
の
祭
把
継
承
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
殴
氏
、
「
唐

宋
法
律
文
書
の
研
究
」
参
照
。

（
日
）
前
掲
、
「
貌
出
問
時
代
喪
服
私
の
研
究
」
参
照
。

ド
お
け
る

な
お
、
厭
降
制
が
一
日
一
成
立
し
て
し
ま
う
と
、
厭
降
制
と
尊
除
制

と
は
往
々
別
々
に
（
H
相
関
関
係
を
も
た
ず
に
）
機
能
し
て
い

る
。
本
節
も
そ
の
一
端
を
論
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

（Mm
）
拙
稿
、
「
西
野
の
封
王
の
制
」
参
照
。

（
口
）
前
掲
、
「
劉
宋
丘
一
日
界
に
お
け
る
皇
制
制
L

、
宮
崎
市
定
民
、
「
九

ロ
川
行
人
法
の
研
究
」
、
日
川
尚
志
氏
、
「
六
朝
史
研
究
政
治
・
社

会
鰐
」
な
ど
参
問
。

（
路
）
前
掲
、
「
蹴
円
爵
と
宋
爵
」
参
照
。

「
閣
制
の
一
円
絡
開
制
」
（
川
崎
…
縦
続
殺
）
参
照
。

「
西
普
の
封
王
の
制
」
参
照
。

（
川
口
）
抑
制
、

（
却
）
前
掲
、

六
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Two Problems on the Sang-fu (!Ull) System 

in the Time of Liu-chao C:trl1D 
by Shigeaki OCHI 
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From old times, China had the Sang-fu in accordance with the 

Confucian morals. On one occaision it was nothing but an empty 

argument, and on other occaision it was the means which made 

complete the idea of the dynastic domination. The Sang-fu in 

Lui-chao had to be thought the latter, so far as it was concerned 

with the Sang-fu on contemporaries. 

This article consists of two chapters. In the first chapter, it is 

in the view of Sang-fu, treated of the 1-hsing-yang-tzu (:ll'l1t!':!:~-:f) 
~ to adopt persons who are different names--. It was admitted 

by the governments of Tsao clan (ff]£) in the last period of Hou

han (~~), of Wei (ii) and of Hsi-chin (g!jlllf) before conquering 

Wu (~). In the governments of that period, military affairs were 

superior to civil administration. There ware many professional 

soldiers (Ping-hu, ~p). For instance in the last period of Wei, 

there were about 500, OOO. These were 80% of civilians. The 1-hsing 

-yang-tzu were admitted as a means that prevented from decreasing 

these soldiers. It resulted the admittance in the system of the 1-

hsing-yang-tzu among bureaucrates and people. Originally the Conf

ucianism in China didn't admit the I-hsing-yang-tzu. Especially they 

were forbided to worship their ancestors of the adoptive families. 

The above-mentioned governments disregarded the Confucian morals 

for military necessities. Therefore it happened the new interpretation 

on the Sang-fu that the I-hsing-yang-tzu could be and could worship 

their ancestors of the adoptive families. 

In the second chapter, it is treated of the change of the Yen

chiang ()II:~) system on Huang-tzu (§[-:f, prince) and Kung-chu 

(0~, princess)-- Emperor's sons and daughters-- in Nan-chao 

(ij,j®:l, Southern dynasities). The Yen-chiang is naturally a part of 

the Sang-fu. In Nan-chao, the Yen-chiang of the Huang-tzu who 

had promoted Wang (.±.) and of the Kung-chu who had married 

was abolished. It means that in the inner relation of the emperor's 

clan they were cut off the mental and physical relations with 
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Emperor. It is common in those days that· Huang-tzu promoted 

Wang and Kung-chu married, therefore the abolishment of the 

Y en-chiang for them means the establishment of the Emperor's 

absolute position for his sons and daughters themselves (except for 

the Crown price). It is remarkable that the enforcement of this new 

system accorded with the time of a powerful domination of Emperor. 




